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（１）上下水道部組織図（令和7年4月1日現在）

　上下水道部【40名】(3名)

【5名】
（1名）

【5名】

【3名】
（1名）

【2名】

【3名】

【3名】

【6名】

部長及び副理事は課長を兼務
（　）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

【10名】

【20名】
（2名）

【3名】

【7名】

（1名）

経 営 企 画 課

料 金 課

水 道 施 設 課 維 持 管 理 係

管 路 整 備 係

水 質 係

給 水 装 置 係

浄 水 係

下水道事業課

管 理 係

整 備 係

部

長

（
水
道
施
設
課
・
下
水
道
事
業
課
担
当
）

副

理

事

－ 5 －



（２）事務分掌（令和7年4月1日現在）

　経営企画課
　１．　文書(諸資料及び図書を含む。)の受領、発送、審査、統制及び保管
　　　　に関すること。
　２．　公印の保管に関すること。
　３．　用地、支障物件及び各種の補償又は賠償等に関すること。
　４．　各種例規に関すること。
　５．　儀式に関すること。
　６．　特命事項の調査及び企画立案に関すること。
　７．　事業統計、事務報告及び業務状況説明書に関すること。
　８．　事務改善に関すること。
　９．　公告式に関すること。
１０．　庁内備品及び各種車両等の総括管理に関すること。
１１．　庁舎の当直及び監視管理に関すること。
１２．　職員の人事、給与、福利厚生、保健衛生、公務災害及び研修
　　　　に関すること。
１３．　職員の労働組合に関すること。
１４．　予算及び決算に関すること。
１５．　事業計画、財務計画、企業債及び一時借入金に関すること。
１６．　固定資産、貯蔵品及び各種物品等の取得、購入、修繕及び売却
　　　　に関すること。
１７．　各種の契約に関すること。
１８．　現金、有価証券及び担保物の出納及び保管に関すること。
１９．　収入及び支出に関すること。
２０．　伝票の審査及び執行に関すること。
２１．　固定資産の評価及び減価償却に関すること。
２２．　貯蔵品の検収及び出納保管に関すること。
２３．　資金の運用及び資金繰りに関すること。
２４．　その他経理に関すること。
２５．　他の課の所管に属さない事項に関すること。
２６．　部の庶務及び企画調整に関すること。

料金課
　１．　水道料金の調定及び納入通知書に関すること。
　２．　納付金、給水工事費及び再開栓手数料等の徴収に関すること。
　３．　水道料金等の督促、滞納整理及び欠損処分に関すること。
　４．　給水停止に関すること。
　５．　量水器の計量に関すること。
　６．　使用水量の認定に関すること。
　７．　水道料金の減免に関すること。
　８. 　お客さま窓口事務に関すること。
　９．　水道料金の督促状等の発行及び収納に関すること。
１０．　給水装置の開栓、閉栓及びそのデータの入力に関すること。
１１．　所属車両の管理に関すること。

水道施設課
　（維持管理係）

　１．　修理に伴う工事の設計及び施行並びに立会いに関すること。
　２．　給水装置に係るもの以外の貯蔵品の規格審査等(形状、寸法、品質等)
　      に関すること。　　　
　３．　送水管及び配水管並びに給水装置の維持管理に関すること。
　４．　送水管及び配水管の洗管計画及び実施に関すること。
　５．　所属車両の管理に関すること。
　６．　課の庶務に関すること。

　（管路整備係）
　１．　水道施設の工事の計画及び設計並びに施行に関すること。
　２．　工事の施行及び監督に関すること。
　３．　水道関係の調査及び資料作成に関すること。
　４．　所属車両の管理に関すること。
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（２）事務分掌（令和7年4月1日現在）

　経営企画課
　１．　文書(諸資料及び図書を含む。)の受領、発送、審査、統制及び保管
　　　　に関すること。
　２．　公印の保管に関すること。
　３．　用地、支障物件及び各種の補償又は賠償等に関すること。
　４．　各種例規に関すること。
　５．　儀式に関すること。
　６．　特命事項の調査及び企画立案に関すること。
　７．　事業統計、事務報告及び業務状況説明書に関すること。
　８．　事務改善に関すること。
　９．　公告式に関すること。
１０．　庁内備品及び各種車両等の総括管理に関すること。
１１．　庁舎の当直及び監視管理に関すること。
１２．　職員の人事、給与、福利厚生、保健衛生、公務災害及び研修
　　　　に関すること。
１３．　職員の労働組合に関すること。
１４．　予算及び決算に関すること。
１５．　事業計画、財務計画、企業債及び一時借入金に関すること。
１６．　固定資産、貯蔵品及び各種物品等の取得、購入、修繕及び売却
　　　　に関すること。
１７．　各種の契約に関すること。
１８．　現金、有価証券及び担保物の出納及び保管に関すること。
１９．　収入及び支出に関すること。
２０．　伝票の審査及び執行に関すること。
２１．　固定資産の評価及び減価償却に関すること。
２２．　貯蔵品の検収及び出納保管に関すること。
２３．　資金の運用及び資金繰りに関すること。
２４．　その他経理に関すること。
２５．　他の課の所管に属さない事項に関すること。
２６．　部の庶務及び企画調整に関すること。

料金課
　１．　水道料金の調定及び納入通知書に関すること。
　２．　納付金、給水工事費及び再開栓手数料等の徴収に関すること。
　３．　水道料金等の督促、滞納整理及び欠損処分に関すること。
　４．　給水停止に関すること。
　５．　量水器の計量に関すること。
　６．　使用水量の認定に関すること。
　７．　水道料金の減免に関すること。
　８. 　お客さま窓口事務に関すること。
　９．　水道料金の督促状等の発行及び収納に関すること。
１０．　給水装置の開栓、閉栓及びそのデータの入力に関すること。
１１．　所属車両の管理に関すること。

水道施設課
　（維持管理係）

　１．　修理に伴う工事の設計及び施行並びに立会いに関すること。
　２．　給水装置に係るもの以外の貯蔵品の規格審査等(形状、寸法、品質等)
　      に関すること。　　　
　３．　送水管及び配水管並びに給水装置の維持管理に関すること。
　４．　送水管及び配水管の洗管計画及び実施に関すること。
　５．　所属車両の管理に関すること。
　６．　課の庶務に関すること。

　（管路整備係）
　１．　水道施設の工事の計画及び設計並びに施行に関すること。
　２．　工事の施行及び監督に関すること。
　３．　水道関係の調査及び資料作成に関すること。
　４．　所属車両の管理に関すること。

　（給水装置係）
　１．　給水装置の新設、増設及び改良等の申請受付に関すること。
　２．　給水装置工事の設計、審査、工事の施行、検査及び監督に関すること。
　３．　納付金、工事検査手数料等の調定、納入通知書の発行に関すること。
　４．　給水種別の認定に関すること。
　５．　給水の制限及び応急給水に関すること。
　６．　指定給水装置工事事業者に関すること。
　７．　貯水槽水道の管理に係る指導等に関すること。
　８．　違反者の取締り及び処分に関すること。
　９．　給水装置に係る規格審査等(形状、寸法、品質等)に関すること。
１０．　量水器台帳に関すること。
１１．　検定満期量水器の取替えに関すること。
１２．　給水保証金に関すること。
１３．　所属車両の管理に関すること。
１４．　その他給水に関すること。

　（水質係）
　１．　水質の監視、検査及び報告に関すること。
　２．　水質試験に関すること。
　３．　その他水質に関すること。

　（浄水係）
　１．　取水、浄水及び送水業務の監視及び制御に関すること。
　２．　水処理過程の監視に関すること。
　３．　浄水場、送水所及び取水施設の保安、環境整備及び衛生管理に関すること。
　４．　取水、浄水及び送水業務等に係る記録、調査、統計及び報告に関すること。
　５．　浄水場、送水所及び取水施設の改良工事等の設計及び施行に関すること。
　６．　電気機械設備の補修及び電気工作物の検査及び記録に関すること。
　７．　職員の保健衛生に関すること。
　８．　所属車両の管理に関すること。
　９．　薬品の取得、購入及び売却に関すること。
１０．　薬品の検収及び出納保管に関すること。

下水道事業課
　（整備係）

　１．　公共下水道事業の調査、計画及び申請手続に関すること。
　２．　流域下水道事業に係る調査、計画及び調整に関すること。
　３．　公共下水道事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。
　４．　下水道施設の計画及び調整並びに関係機関との連絡調整に関すること。
　５．　下水道施設の計画に係る開発行為の協議に関すること。
　６．　公共下水道事業の工事の設計及び施工に関すること。
　７．　公共下水道事業の附帯設備の設計及び施工に関すること。
　８．　下水道施設の設計及び施工に関すること。
　９．　下水道事業の施行に伴う補償に関すること。
１０．　浄化槽の設置申請等に関すること。
１１．　所属車両の管理に関すること。
１２．　課の庶務に関すること。

　（管理係）
　１．　公共下水道敷の境界明示及び占用に関すること。
　２．　公共下水道台帳の整備に関すること。
　３．　公共下水道施設その他下水道施設の維持管理に関すること。
　４．　下水道施設の管理に係る開発行為の協議に関すること。
　５．　排水設備及び除害施設の申請に関すること。
　６．　排水設備工事の指定工事店に関すること。
　７．　水洗便所の普及促進に関すること。
　８．　公共下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。
　９．　下水道使用料等の調定及び収納に関すること。
１０．　排水設備に係る助成金及び貸付金に関すること。
１１．　所属車両の管理に関すること。
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（３）職員配置表
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（３）職員配置表
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（４）職員年齢構成

（水道事業にかかるもの、令和7年4月1日現在） （単位：人）
区分

年齢

54歳5か月 44歳3か月 52歳10か月 49歳0か月

（下水道事業にかかるもの、令和7年4月1日現在） （単位：人）
区分

年齢

51歳7か月 45歳9か月 48歳5か月

技術職員 技能職員 合　計

20歳未満

40歳～44歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

事務職員

45歳～49歳

55歳～59歳

60歳～　　

合　　計

平均年齢

50歳～54歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～　　

事務職員 技術職員 技能職員 合　計

20歳未満

合　　計

平均年齢
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（４）職員年齢構成

（水道事業にかかるもの、令和7年4月1日現在） （単位：人）
区分

年齢

54歳5か月 44歳3か月 52歳10か月 49歳0か月

（下水道事業にかかるもの、令和7年4月1日現在） （単位：人）
区分

年齢

51歳7か月 45歳9か月 48歳5か月

技術職員 技能職員 合　計

20歳未満

40歳～44歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

事務職員

45歳～49歳

55歳～59歳

60歳～　　

合　　計

平均年齢

50歳～54歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～　　

事務職員 技術職員 技能職員 合　計

20歳未満

合　　計

平均年齢

（５）勤続年数別職員構成

（水道事業にかかるもの、令和7年4月1日現在） （単位：人）
区分

年数

13年1か月 7年2か月 32年4か月 12年2か月

29年11か月 16年1か月 32年4か月 23年0か月

（下水道事業にかかるもの、令和7年4月1日現在） （単位：人）
区分

年数

4年11か月 6年5か月 5年8か月

24年8か月 16年6か月 20年3か月

6年～8年

技能職員 合　計

3年未満

3年～5年

事務職員

事務職員 技術職員 技能職員

27年～30年

水道事業所属平均年数

平均勤続年数

31年～　　

9年～11年

12年～14年

15年～17年

18年～20年

21年～23年

24年～26年

技術職員

合　計

3年未満

3年～5年

6年～8年

9年～11年

27年～30年

31年～　　

下水道事業所属平均年数

平均勤続年数

12年～14年

15年～17年

18年～20年

21年～23年

24年～26年
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１．沿革

（１）摂津市の沿革と地形

摂津市は、昭和 年 月に味舌町、鳥飼村、味生村が合併して三島町となり、その後、旧三宅村の

一部を編入して現在の市域を形成し、昭和 年 月に市制を施行して摂津市となった。

摂津市は、淀川右岸のいわゆる三島平野の西南部に位置し、東から高槻市、茨木市、吹田市、大阪

市に接している。

地形は東西 、南北 の 字型で市域面積は ㎡である。南部には淀川が、中央部には

安威川が東西に貫流し、北部の千里丘陵から安威川に流入する正雀川、山田川、大正川などの河川

が南北に縦貫する平坦地で形成されているため、地下水や表流水など水の便は割合よく、水道が普及

するまでの市民の生活用水は、自家用の井戸、用水路、疎水によってまかなわれていた。しかし、多く

は水質不良で、保健衛生上憂慮に耐えないものがあった。

その後、急激な地域開発の進行に伴い河川の汚濁が進行すると共に、工業用水として地下水の大

量利用により地下水位が著しく低下し、井戸水も十分に得られない状況となって、昭和 年に旧味舌

町が上水道事業に着手した。

（２）水道事業の創設

摂津市の水道事業は昭和 年代前半、味舌、味生、鳥飼の地区ごとに計画が進められ、順次給水

が始められた。

創設事業

認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 昭和 年 月末日

給水開始年月日 昭和 年 月 日

基本計画

給水区域 味舌、三宅地区一円

千里丘、坪井、味舌上、味舌下、庄屋、

正音寺、正雀、小坪井、鶴野

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

水源の種別 地下水（深井戸）

所在地 摂津市千里丘東 丁目

（中内水源地）

摂津市千里丘 丁目

（千里丘水源地）

総事業費 円

味舌地域では、昭和 年 月 日に事業認可を受け、同年 月から事業に着手し、事業の一

部完成と共に、従来からあった私設水道を引き継ぎ、中内水源地の地下水（浅井戸）を水源として、昭

和 年 月 日から正雀、庄屋、正音寺の一部に初めて給水が開始された。このときの給水人口はわず
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１．沿革

（１）摂津市の沿革と地形

摂津市は、昭和 年 月に味舌町、鳥飼村、味生村が合併して三島町となり、その後、旧三宅村の

一部を編入して現在の市域を形成し、昭和 年 月に市制を施行して摂津市となった。

摂津市は、淀川右岸のいわゆる三島平野の西南部に位置し、東から高槻市、茨木市、吹田市、大阪

市に接している。

地形は東西 、南北 の 字型で市域面積は ㎡である。南部には淀川が、中央部には

安威川が東西に貫流し、北部の千里丘陵から安威川に流入する正雀川、山田川、大正川などの河川

が南北に縦貫する平坦地で形成されているため、地下水や表流水など水の便は割合よく、水道が普及

するまでの市民の生活用水は、自家用の井戸、用水路、疎水によってまかなわれていた。しかし、多く

は水質不良で、保健衛生上憂慮に耐えないものがあった。

その後、急激な地域開発の進行に伴い河川の汚濁が進行すると共に、工業用水として地下水の大

量利用により地下水位が著しく低下し、井戸水も十分に得られない状況となって、昭和 年に旧味舌

町が上水道事業に着手した。

（２）水道事業の創設

摂津市の水道事業は昭和 年代前半、味舌、味生、鳥飼の地区ごとに計画が進められ、順次給水

が始められた。

創設事業

認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 昭和 年 月末日

給水開始年月日 昭和 年 月 日

基本計画

給水区域 味舌、三宅地区一円

千里丘、坪井、味舌上、味舌下、庄屋、

正音寺、正雀、小坪井、鶴野

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

水源の種別 地下水（深井戸）

所在地 摂津市千里丘東 丁目

（中内水源地）

摂津市千里丘 丁目

（千里丘水源地）

総事業費 円

味舌地域では、昭和 年 月 日に事業認可を受け、同年 月から事業に着手し、事業の一

部完成と共に、従来からあった私設水道を引き継ぎ、中内水源地の地下水（浅井戸）を水源として、昭

和 年 月 日から正雀、庄屋、正音寺の一部に初めて給水が開始された。このときの給水人口はわず

か 人であった。

その後、中内、千里丘の両水源地が地下水位の低下で浅井戸を深井戸に改良した。

味生簡易水道事業

工事許可年月日 昭和 年 月 日

水道法制定に伴う設置認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 昭和 年 月 日

給水開始年月日 昭和 年 月 日

基本計画

給水区域 別府、一津屋

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

水源の種別 大阪市営水道より受水

所在地 摂津市南別府町（江口橋北詰）

総事業費 円

鳥飼簡易水道事業

認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 昭和 年 月 日

給水開始年月日 昭和 年 月 日

基本計画

給水区域 鳥飼上･中･下･西･八町･八防･野々、新在家

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

水源の種別 大阪府営水道より受水

所在地 摂津市鳥飼下 丁目（鳥飼五久交差点）

総事業費 円

このようにして、市内全域が上水道、又は簡易水道の給水区域となり、昭和 年 月末日創設事業

は一応完成をみたが、このときの給水人口は 人で、普及率は であった。
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（３）拡張事業の推移

第 次拡張事業

認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 昭和 年 月末日

基本計画

給水区域 市内全域

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

総事業費 円

市域の拡大と急激な都市化に伴い水需要は飛躍的に増大し、既設の施設では能力不足となり、昭

和 年 月から第 次拡張事業が実施された。

この事業では、創設事業で地区別に分かれていた簡易水道事業を廃止し、全市域を上水道事業

の給水区域として、増大する水需要に対応するため、三宅地区に太中浄水場を、また、鳥飼地区に大

阪府営水道水を水源とする鳥飼送水所を新設すると共に、送配水管網を整備した。

太中浄水場

水源を地下水に求め、味舌、三宅地区を給水区域として、昭和 年 月に着工し、深井戸 本によ

り取水し、日量 ㎥の施設能力を有する浄水場として建設され、昭和 年 月には、施設の一部

完成に伴い給水を開始し、昭和 年 月に完成した。

鳥飼送水所（旧鳥飼送水所）

当時の大阪府営水道水を水源とし、鳥飼地区を給水区域とする日量 ㎥の送水能力を有する施

設として、昭和 年 月に着工し、昭和 年 月に完成した。

第 次拡張事業

認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 昭和 年 月末日

基本計画

給水区域 市内全域

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

総事業費 円

昭和 年前後の経済の急成長に伴い、地域開発はさらに急激に進行し、人口も急増すると共に、

水需要は増大の一途をたどり、第 次拡張事業の完成を待たずに、昭和 年 月から第 次拡張事

業に着手した。

この事業では、太中浄水場の施設能力を日量 ㎥から ㎥に拡張し、新たに中央送水所

を建設すると共に、太中浄水場、中央送水所、鳥飼送水所を結ぶ幹線送水管を設けて、非常時の対策

と施設の有効利用を図るほか、市内の配水管網を整備した。

－ 18 －



（３）拡張事業の推移

第 次拡張事業

認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 昭和 年 月末日

基本計画

給水区域 市内全域

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

総事業費 円

市域の拡大と急激な都市化に伴い水需要は飛躍的に増大し、既設の施設では能力不足となり、昭

和 年 月から第 次拡張事業が実施された。

この事業では、創設事業で地区別に分かれていた簡易水道事業を廃止し、全市域を上水道事業

の給水区域として、増大する水需要に対応するため、三宅地区に太中浄水場を、また、鳥飼地区に大

阪府営水道水を水源とする鳥飼送水所を新設すると共に、送配水管網を整備した。

太中浄水場

水源を地下水に求め、味舌、三宅地区を給水区域として、昭和 年 月に着工し、深井戸 本によ

り取水し、日量 ㎥の施設能力を有する浄水場として建設され、昭和 年 月には、施設の一部

完成に伴い給水を開始し、昭和 年 月に完成した。

鳥飼送水所（旧鳥飼送水所）

当時の大阪府営水道水を水源とし、鳥飼地区を給水区域とする日量 ㎥の送水能力を有する施

設として、昭和 年 月に着工し、昭和 年 月に完成した。

第 次拡張事業

認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 昭和 年 月末日

基本計画

給水区域 市内全域

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

総事業費 円

昭和 年前後の経済の急成長に伴い、地域開発はさらに急激に進行し、人口も急増すると共に、

水需要は増大の一途をたどり、第 次拡張事業の完成を待たずに、昭和 年 月から第 次拡張事

業に着手した。

この事業では、太中浄水場の施設能力を日量 ㎥から ㎥に拡張し、新たに中央送水所

を建設すると共に、太中浄水場、中央送水所、鳥飼送水所を結ぶ幹線送水管を設けて、非常時の対策

と施設の有効利用を図るほか、市内の配水管網を整備した。

中央送水所

当時の大阪府営水道水を水源として、日量 ㎥の送水能力を有し、主に味生地区を給水区域

として、昭和 年 月着工、昭和 年 月に水道部庁舎も含めて完成した。

第 次拡張事業

認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 昭和 年 月末日

基本計画

給水区域 市内全域

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

総事業費 円

人口増加は、やや鈍化の傾向を示しているものの、鳥飼地域、三宅地域での土地区画整理事業の

実施に伴う宅地開発の進行と市民の生活様式の近代化に伴い、水の需要は、依然として増大している

ため、昭和 年 月から第 次拡張事業に着手した。

この事業では、中央送水所に貯水量 ㎥の配水池 池と機械設備等を増設し、送水能力を従来

の日量 ㎥から ㎥に向上させ、また、鳥飼送水所においても、あらたに用地 ㎡を買

収し、管理棟 棟と貯水量 ㎥の配水池 池と機械設備等を設置し、送水能力も従来の日量

㎥から ㎥と大幅に向上させると共に、遠方監視制御装置の設置で無人送水所として、昭和

年 月に完成、同年 月中央送水所からの遠隔操作によって運転に入った。

昭和 年度に第 次拡張事業の事業年次を昭和 年度までの か年間延長し、事業費も増額し

て、千里丘地区に送水所の新設及び中央送水所と太中浄水場を有機的に連絡する送水管の設置等

の事業を追加、このうち千里丘送水所については、昭和 年度に味舌加圧ポンプ場横の府営水道用

地 ㎡を買収し、貯水量 ㎥の配水池 池と管理棟 棟、それに機械設備等を設置した。

千里丘送水所

当時の大阪府営水道水を水源として、日量 ㎥の送水能力を有し、ＪＲ東海道本線以北の千里

丘地区全域を給水区域として、昭和 年 月に着工、昭和 年 月に完成と同時に給水を開始し

た。この施設は無人で、太中浄水場からの遠隔操作で運転している。

第 次拡張事業

認可年月日 昭和 年 月 日

事業年度 着工 昭和 年 月 日

完成 平成 年 月末日

基本計画

給水区域 市内全域

給水人口 人

給水量 日最大給水量 ㎥

総事業費 円
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第 次拡張事業の計画一日最大給水量 ㎥に対し、昭和 年度で一日最大給水量が

㎥となり、将来における下水道の普及ならびに、生活様式の向上等による水需要の増加を勘案し、昭

和 年 月から第 次拡張事業に着手した。

この事業では、将来における水需要の増加に対しては、地下水規制等により水源開発は困難で

あることから、不足する水量は大阪府営水道水に依存することとし、その水量の増量に伴う受水、配

水施設の整備と事業の効率化を図るため、集中監視設備の設置、また、排水処理施設の新設、他

に、給水水質を自動監視する水質自動監視設備の設置等を計画事業とし、そのうち昭和 年度末迄

に鳥飼送水所の機械設備等の増設、太中浄水場における電気計装設備の増設、また、水質自動監

視設備の設置等の工事が完成した。

他に区画整理区域内をはじめとする配水管の布設工事も完成した。引き続き鳥飼送水所に貯水

量 ㎥の配水池 池の設置及び太中浄水場での集中監視設備と、排水処理施設の事業を実施す

るとともに、ピーク時における安定供給に向けて、 か年計画で鳥飼送水所の配水ポンプ増設工事も完

成した。

（４）配水管整備事業

配水管の耐震性向上を目指した整備、老朽化に伴う更新整備を上下水道ビジョン及び水道事業

経営戦略に基づき毎年度実施している。

（５）水道の沿革年表

昭和 年 月 創設事業着手

年 月 正雀、庄屋、正音寺地区の一部に給水開始

年 月 千里丘水源地新設工事着工

味舌町、味生村、鳥飼村が合併して三島町が発足

年 月 味生簡易水道事業着手

年 月 水道料金改定

千里丘、味舌上地区の一部に給水開始

年 月 味生簡易水道事業完成

別府、一津屋地区給水開始

茨木市大字小坪井、鶴野（旧三宅村の一部）を編入

年 月 鳥飼簡易水道事業着手

年 月 鳥飼簡易水道事業完成

中内水源地地下水汲上不能のため廃止

年 月 鳥飼地区給水開始

年 月 味舌、三宅地区全域に給水開始

年 月 千里丘水源地新設工事完成

年 月 創設事業完成

年 月 茨木市大字乙ノ辻、太中（旧三宅村の一部）を編入

年 月 第 次拡張事業に着手

年 月 太中浄水場新設工事着工

年 月 太中浄水場一部完成により給水開始

年 月 千里丘水源地地下水水質悪化のため休止

太中浄水場完成

年 月 水道料金改定

年 月 旧鳥飼送水所新設工事着工

年 月 市制施行

年 月 三島町水道課から摂津市水道事業所に改称

第 次拡張事業に着手

年 月 旧鳥飼送水所新設工事完成

年 月 第 次拡張事業完成

年 月 太中浄水場拡張工事着工

年 月 太中浄水場拡張工事完成

年 月 中央送水所新設工事着工

年 月 中央送水所新設工事完成

年 月 味舌加圧ポンプ場新設工事着工

年 月 味舌加圧ポンプ場新設工事完成

年 月 摂津市水道事業所から摂津市水道部に改称

年 月 中央送水所と鳥飼送水所を結ぶ口径 幹線完成

年 月 旧鳥飼送水所拡張工事着工

年 月 旧鳥飼送水所拡張工事完成
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第 次拡張事業の計画一日最大給水量 ㎥に対し、昭和 年度で一日最大給水量が

㎥となり、将来における下水道の普及ならびに、生活様式の向上等による水需要の増加を勘案し、昭

和 年 月から第 次拡張事業に着手した。

この事業では、将来における水需要の増加に対しては、地下水規制等により水源開発は困難で

あることから、不足する水量は大阪府営水道水に依存することとし、その水量の増量に伴う受水、配

水施設の整備と事業の効率化を図るため、集中監視設備の設置、また、排水処理施設の新設、他

に、給水水質を自動監視する水質自動監視設備の設置等を計画事業とし、そのうち昭和 年度末迄

に鳥飼送水所の機械設備等の増設、太中浄水場における電気計装設備の増設、また、水質自動監

視設備の設置等の工事が完成した。

他に区画整理区域内をはじめとする配水管の布設工事も完成した。引き続き鳥飼送水所に貯水

量 ㎥の配水池 池の設置及び太中浄水場での集中監視設備と、排水処理施設の事業を実施す

るとともに、ピーク時における安定供給に向けて、 か年計画で鳥飼送水所の配水ポンプ増設工事も完

成した。

（４）配水管整備事業

配水管の耐震性向上を目指した整備、老朽化に伴う更新整備を上下水道ビジョン及び水道事業

経営戦略に基づき毎年度実施している。

（５）水道の沿革年表

昭和 年 月 創設事業着手

年 月 正雀、庄屋、正音寺地区の一部に給水開始

年 月 千里丘水源地新設工事着工

味舌町、味生村、鳥飼村が合併して三島町が発足

年 月 味生簡易水道事業着手

年 月 水道料金改定

千里丘、味舌上地区の一部に給水開始

年 月 味生簡易水道事業完成

別府、一津屋地区給水開始

茨木市大字小坪井、鶴野（旧三宅村の一部）を編入

年 月 鳥飼簡易水道事業着手

年 月 鳥飼簡易水道事業完成

中内水源地地下水汲上不能のため廃止

年 月 鳥飼地区給水開始

年 月 味舌、三宅地区全域に給水開始

年 月 千里丘水源地新設工事完成

年 月 創設事業完成

年 月 茨木市大字乙ノ辻、太中（旧三宅村の一部）を編入

年 月 第 次拡張事業に着手

年 月 太中浄水場新設工事着工

年 月 太中浄水場一部完成により給水開始

年 月 千里丘水源地地下水水質悪化のため休止

太中浄水場完成

年 月 水道料金改定

年 月 旧鳥飼送水所新設工事着工

年 月 市制施行

年 月 三島町水道課から摂津市水道事業所に改称

第 次拡張事業に着手

年 月 旧鳥飼送水所新設工事完成

年 月 第 次拡張事業完成

年 月 太中浄水場拡張工事着工

年 月 太中浄水場拡張工事完成

年 月 中央送水所新設工事着工

年 月 中央送水所新設工事完成

年 月 味舌加圧ポンプ場新設工事着工

年 月 味舌加圧ポンプ場新設工事完成

年 月 摂津市水道事業所から摂津市水道部に改称

年 月 中央送水所と鳥飼送水所を結ぶ口径 幹線完成

年 月 旧鳥飼送水所拡張工事着工

年 月 旧鳥飼送水所拡張工事完成
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年 月 第 次拡張事業完成

年 月 第 次拡張事業に着手

年 月 水道料金改定（平均改定率 ％）

年 月 中央送水所拡張工事着工

年 月 中央送水所拡張工事完成

貯水量 ㎥の配水池 池と機械設備電気計装設備及び自家発電気室新築工事

（給水能力 ㎥／日）

年 月 鳥飼送水所新設工事着工

年 月 鳥飼送水所新設工事完成

用地 ㎡買収 管理棟 棟、貯水量 ㎥の配水池 池と機械設備設置

（給水能力 ㎥／日）

年 月 鳥飼送水所遠方監視制御設備工事着工

年 月 第 次拡張事業を昭和 年度まで カ年延長

年 月 鳥飼送水所遠方監視制御設備工事完成

年 月 鳥飼送水所の無人化による中央送水所からの遠方監視制御運転開始

年 月 中央送水所と太中浄水場を結ぶ口径 送水管完成

年 月 千里丘送水所新設工事着工

年 月 水道料金改定（平均改定率 ％）

年 月 千里丘送水所新設工事完成

貯水量 ㎥の配水池 池（耐震構造）と管理棟及び機械設備設置

（地震計と緊急遮断弁併設）（給水能力 ㎥／日）

年 月 第 次拡張事業完了

年 月 第 次拡張事業に着手

年 月 鳥飼送水所増設工事着工

年 月 鳥飼送水所増設工事完成

年 月 太中浄水場増設工事着工

年 月 太中浄水場 タンク配水池（ ㎥）との連絡管工事着工（口径 、

延長 ）

年 月 太中浄水場 タンク配水池との連絡管工事完成

年 月 太中浄水場増設工事完成

年 月 水質自動監視設備工事着工

年 月 水質自動監視設備工事完成（水質モニター カ所）

年 月 太中浄水場排水処理設備工事着工

年 月 中央送水所計装設備及び監視操作設備工事着工

太中浄水場遠方監視設備及び計算機設備工事着工

年 月 水道料金改定（平均改定率 ％）

年 月 太中浄水場排水処理設備工事完成

年 月 中央送水所計装設備及び監視操作設備工事完成

太中浄水場遠方監視設備及び計算機設備工事完成

年 月 鳥飼送水所配水池築造工事着工

平成元年 月 鳥飼送水所配水池築造工事完成

鳥飼送水所配水ポンプ（両吸込渦巻ポンプ）増設工事着工

元年 月 水道管路台帳作成着手（ ヵ年計画）

年 月 鳥飼送水所配水ポンプ（両吸込渦巻ポンプ）増設工事完成

年 月 第 次拡張事業完成

年 月 市制施行 周年記念「水道フェスティバル」開催

年 月 自動検針システム 大阪府営摂津正雀住宅より稼働直結

年 月 太中浄水場消石灰注入自動化工事

水質モニター設置工事

中央送水所受電設備改修工事

年 月 「うるおいウォーター」製造開始

水道モニター制度を設置

年 月 中央送水所倉庫建替工事

年 月 太中浄水場５号井戸増強工事

年 月 中央送水所７号配水ポンプ改修工事

年 月 太中浄水場 号井戸増強工事

太中浄水場 号急速沈澱池改修工事

年 月 水道料金改定（平均改定率 ％）

水道料金システム稼働

年 月 阪神・淡路大震災発生、浄水施設「太中浄水場高架水槽」の損壊及び配水

施設「配水管」、給水施設等の破損被害受ける

芦屋市・豊中市に給水・復旧応援職員を派遣

西宮市・尼崎市にペットボトル「うるおいウォ−タ−」各 本支援

年 月 太中浄水場２号急速沈澱池改修工事

鳥飼中央送水所無停電電源装置更新工事

太中浄水場次亜塩素酸装置新設工事

鳥飼八町水質モニター本設工事

太中浄水場防護ネット取付工事

太中浄水場公共下水道工事

年 月 財務会計システム稼働

年 月 太中浄水場高架水槽災害復旧工事

年 月 水道事業創設 周年記念「水道フェスティバル」開催

年 月 太中浄水場整備事業第一配水池新設工事

年 月 水道検針ハンディタ−ミナル導入

年 月 「第１回水道なんでも相談所」及び「第１回水道ふれあいト−ク」実施

年 月 市制施行 周年記念「三十石船淀川下り」実施

年 月 太中浄水場整備事業管理棟新築工事 機械及び電気計装設備更新工事着工

非常用飲料水自動充填包装機購入

配水管相互応援給水体制（吹田市と連絡管接続）

年 月 市制施行 周年記念「水道フェスティバル」開催

年 月 太中浄水場整備事業第一配水池新設工事完成

年 月 太中浄水場３号急速沈澱池改修工事完成

年 月 配水管相互応援給水体制（高槻市と連絡管接続）

年 月 水道事業基本計画策定

年 月 配水管網計算実施

年 月 水道料金に消費税（ ％）転嫁
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年 月 鳥飼送水所配水ポンプ（両吸込渦巻ポンプ）増設工事完成

年 月 第 次拡張事業完成

年 月 市制施行 周年記念「水道フェスティバル」開催

年 月 自動検針システム 大阪府営摂津正雀住宅より稼働直結

年 月 太中浄水場消石灰注入自動化工事

水質モニター設置工事

中央送水所受電設備改修工事

年 月 「うるおいウォーター」製造開始

水道モニター制度を設置

年 月 中央送水所倉庫建替工事

年 月 太中浄水場５号井戸増強工事

年 月 中央送水所７号配水ポンプ改修工事

年 月 太中浄水場 号井戸増強工事

太中浄水場 号急速沈澱池改修工事

年 月 水道料金改定（平均改定率 ％）

水道料金システム稼働

年 月 阪神・淡路大震災発生、浄水施設「太中浄水場高架水槽」の損壊及び配水

施設「配水管」、給水施設等の破損被害受ける

芦屋市・豊中市に給水・復旧応援職員を派遣

西宮市・尼崎市にペットボトル「うるおいウォ−タ−」各 本支援

年 月 太中浄水場２号急速沈澱池改修工事

鳥飼中央送水所無停電電源装置更新工事

太中浄水場次亜塩素酸装置新設工事

鳥飼八町水質モニター本設工事

太中浄水場防護ネット取付工事

太中浄水場公共下水道工事

年 月 財務会計システム稼働

年 月 太中浄水場高架水槽災害復旧工事

年 月 水道事業創設 周年記念「水道フェスティバル」開催

年 月 太中浄水場整備事業第一配水池新設工事

年 月 水道検針ハンディタ−ミナル導入

年 月 「第１回水道なんでも相談所」及び「第１回水道ふれあいト−ク」実施

年 月 市制施行 周年記念「三十石船淀川下り」実施

年 月 太中浄水場整備事業管理棟新築工事 機械及び電気計装設備更新工事着工

非常用飲料水自動充填包装機購入

配水管相互応援給水体制（吹田市と連絡管接続）

年 月 市制施行 周年記念「水道フェスティバル」開催

年 月 太中浄水場整備事業第一配水池新設工事完成

年 月 太中浄水場３号急速沈澱池改修工事完成

年 月 配水管相互応援給水体制（高槻市と連絡管接続）

年 月 水道事業基本計画策定

年 月 配水管網計算実施

年 月 水道料金に消費税（ ％）転嫁
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年 月 太中浄水場整備事業管理棟新築工事、機械及び電気計装設備更新工事完成

年 月 水道事業実施計画策定

年 月 太中浄水場旧管理棟更新工事完成

年 月 ビデオテープ「安心して飲める水ができるまで」を制作

年 月 中央送水所耐震補強工事完成

年 月 中央送水所配水池 池 内面防水工事完成

年 月 お客さま窓口開設

薬品注入設備工事完成

年 月 水道料金改定（平均改定率 ％）

年 月 配水管相互応援給水体制（茨木市と連絡管接続）

年 月 配水管相互応援給水体制（大阪市と連絡管接続）

年 月 配水管相互応援給水体制（茨木市と連絡管接続）

年 月 鳥飼送水所管理棟耐震補強工事完成

気曝槽耐震化及び改修工事、混和池改修工事完成

中央送水所配水池 池 内面防水工事完成

年 月 水道料金改定（一般公衆浴場用のみ）

年 月 京都府宮津市に給水応援を派遣（台風 号被害）

年 月 太中浄水場取水ポンプ修理及び井戸浚渫

年 月 急速沈澱池 池 、急速ろ過池 池 改修工事、無停電電源装置更新工事完成

年 月 高架水槽新設工事、急速沈澱池 池 耐震補強工事、無停電電源装置（ 号機）

更新工事完成

年 月 水道料金改定（平均改定率△ ％）

年 月 急速ろ過池 池 設備更新工事・急速ろ過池管廊内耐震補強工事完成

受電系統の複線化 （太中浄水場・中央送水所）

排水返送流量計更新工事完成

年 月 気曝槽防音工事、急速ろ過池底盤耐震化工事完成

中央送水所流入管、流出管布設工事完成

年 月 急速沈澱池 池 設備更新及び耐震化工事完成

年 月 水道料金改定（平均改定率△ ％）

年 月 太中浄水場受変電設備更新工事完成

岩手県宮古市、大船渡市、陸前高田市に給水応援を派遣（東日本大震災）

年 月 大阪広域水道企業団事業開始

年 月 中央送水所天井クレーン設備工事完成

中央送水所ポンプ室換気設備工事完成

太中浄水場３号井戸増強

年 月 中央送水所配水ポンプ（３台）更新工事完成

旧鳥飼送水所 配水池（２池）撤去工事

年 月 中央送水所配水ポンプ（１台）更新工事完成

年 月 水道料金の消費税を ％に改定

年 月 摂津市水道ビジョン策定

年 月 中央送水所受水流量計設置工事完成

年 月 加圧式小型給水車（ ℓ）購入

年 月 中央送水所配水ポンプ用エンジン設置工事完成

年 月 鳥飼送水所受変電設備更新工事完成

年 月 「安全でおいしい水道水ができるまで」を制作

年 月 鳥飼送水所受水流量計設置工事完成

年 月 摂津市水道部から摂津市上下水道部に改称

年 月 鳥飼送水所 号配水池耐震工事完成

年 月 下水道事業が地方公営企業法の全部を適用し、上下水道事業の組織を統合

年 月 大阪府岸和田市に給水応援を派遣（台風 号被害）

年 月 大阪北部地震発生

年 月 鳥飼送水所 号配水池耐震工事完成

年 月 太中浄水場電気計装設備更新工事完成

令和元年 月 摂津市上下水道ビジョン及び摂津市水道事業経営戦略策定

元年 月 水道料金の消費税を ％に改定

年 月 和歌山県和歌山市に給水応援を派遣（漏水事故）

年 月 新型コロナウイルス感染症対策として水道料金の減額を実施（ 月〜 月検針分

の基本料金の ％を減額）

年 月 鳥飼送水所受水弁及び 系 系配管工事完成

年 月 水道料金のキャッシュレス決済開始

年 月 中央送水所 号配水池更新工事完成、緊急遮断弁及び地震計を設置

動画「安全な水を安定的に供給するために」を制作

年 月 水道料金システム稼働

年 月 千里丘送水所受変電設備更新工事完成

年 月 水道料金徴収等業務委託及び宿日直業務委託開始

年 月 上下水道マイポータル運用開始

年 月 石川県穴水町へ給水応援、能登町へ復旧応援を派遣（令和 年能登半島地震）

年 月 中央送水所 号配水池耐震工事完成、給水拠点整備完成

年 月 水道料金のクレジットカード継続払い開始

年 月 太中浄水場発電機用直流電源装置及び 無停電電源装置更新工事完成

年 月 摂津市上下水道ビジョン及び摂津市水道事業経営戦略（改定版）策定

摂津市上下水道耐震化計画策定
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年 月 鳥飼送水所受変電設備更新工事完成

年 月 「安全でおいしい水道水ができるまで」を制作

年 月 鳥飼送水所受水流量計設置工事完成

年 月 摂津市水道部から摂津市上下水道部に改称

年 月 鳥飼送水所 号配水池耐震工事完成

年 月 下水道事業が地方公営企業法の全部を適用し、上下水道事業の組織を統合

年 月 大阪府岸和田市に給水応援を派遣（台風 号被害）

年 月 大阪北部地震発生

年 月 鳥飼送水所 号配水池耐震工事完成

年 月 太中浄水場電気計装設備更新工事完成

令和元年 月 摂津市上下水道ビジョン及び摂津市水道事業経営戦略策定

元年 月 水道料金の消費税を ％に改定

年 月 和歌山県和歌山市に給水応援を派遣（漏水事故）

年 月 新型コロナウイルス感染症対策として水道料金の減額を実施（ 月〜 月検針分

の基本料金の ％を減額）

年 月 鳥飼送水所受水弁及び 系 系配管工事完成

年 月 水道料金のキャッシュレス決済開始

年 月 中央送水所 号配水池更新工事完成、緊急遮断弁及び地震計を設置

動画「安全な水を安定的に供給するために」を制作

年 月 水道料金システム稼働

年 月 千里丘送水所受変電設備更新工事完成

年 月 水道料金徴収等業務委託及び宿日直業務委託開始

年 月 上下水道マイポータル運用開始

年 月 石川県穴水町へ給水応援、能登町へ復旧応援を派遣（令和 年能登半島地震）

年 月 中央送水所 号配水池耐震工事完成、給水拠点整備完成

年 月 水道料金のクレジットカード継続払い開始

年 月 太中浄水場発電機用直流電源装置及び 無停電電源装置更新工事完成

年 月 摂津市上下水道ビジョン及び摂津市水道事業経営戦略（改定版）策定

摂津市上下水道耐震化計画策定
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（２）配水管布設延長

２．水　道　施　設
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２．水道施設

（１）施設の概要

太中浄水場

太中浄水場は主に千里丘東、庄屋、正雀、正雀本町、東正雀、阪急正雀、浜町、北別府町、昭

和園、香露園、南千里丘、学園町、桜町、鶴野、三島三丁目の地区に給水している。

水源は地下水で､当浄水場内に 本と場外に 本計 本のさく井により揚水している。

所在地 ： 摂津市昭和園 番 号

新設工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 太中増設工事

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 太中連絡管工事

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 太中排水処理設備工事

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 遠方監視設備及び計算機設備一式

整備工期： 平成 年 月 日着工 配水池新設工事

平成 年 月 日完成 管理棟新築工事

機械及び電気計装設備更新工事

旧管理棟改修工事

総事業費： 円

施設能力： ㎥／日

更 新： 平成 年 月 日着工 受変電設備更新工事

平成 年 月 日完成

平成 年 月 日着工 電気計装設備更新工事

平成 年 月 日完成
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２．水道施設

（１）施設の概要

太中浄水場

太中浄水場は主に千里丘東、庄屋、正雀、正雀本町、東正雀、阪急正雀、浜町、北別府町、昭

和園、香露園、南千里丘、学園町、桜町、鶴野、三島三丁目の地区に給水している。

水源は地下水で､当浄水場内に 本と場外に 本計 本のさく井により揚水している。

所在地 ： 摂津市昭和園 番 号

新設工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 太中増設工事

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 太中連絡管工事

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 太中排水処理設備工事

拡張工期： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 遠方監視設備及び計算機設備一式

整備工期： 平成 年 月 日着工 配水池新設工事

平成 年 月 日完成 管理棟新築工事

機械及び電気計装設備更新工事

旧管理棟改修工事

総事業費： 円

施設能力： ㎥／日

更 新： 平成 年 月 日着工 受変電設備更新工事

平成 年 月 日完成

平成 年 月 日着工 電気計装設備更新工事

平成 年 月 日完成

               井戸

 区分

竣 工 年 月 日

井  戸  深  さ

口          径
400× 400×

二重ケーシング
工  事  年  月

口         径
350× 350×

三重ケーシング
工  事  年  月

口         径
300× 300×

増  強  年  月 −

増 強 後 口 径 −

揚 水 管 口 径

公 称 揚 水 量
㎥／日 ㎥／日 ㎥／日 ㎥／日 ㎥／日 ㎥／日

水 中 モーター
ポ ン プ 出 力

稼　働　状　況 稼働中
R5～

停止中 稼働中 稼働中 稼働中 稼働中

 　  取水ポンプ : φ150mm　22kW　　1台　φ100mm　22kW　1台

φ150mm　30kW　　1台　φ100mm　30kW　2台

 　  公称揚水量：　  8,640㎥／日  　

　 　鋳  鉄  管 ： φ200mm 延長955m

　 　鋳  鉄  管 ： φ300mm 延長1,486m

　 　気  曝  槽 ： 幅12.75m 長さ20.2m

能力　18,000㎥／日　1槽

     気 曝 装 置： 能力　3,000㎥／日　 6基 

     薬品混和池： 内径3ｍ  深さ4.3m　1池 

能力　18,000㎥／日 

     急速沈殿池： 内径13m  深さ5m　3池 

能力　18,000㎥／日 

　○浄 水 施 設

1号 2号 3号

φ100mm　18.5kW　1台

5号4号 6号

　○取水施設（6井）

　○導 水 施 設

　○送 水 施 設
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急速濾過池 ： 濾過面積 ㎡ 濾過速度 ／日 池

能力 ㎥／日

洗 浄 水 槽 ： 容量 ㎥ 基

配 水 池 ： 容量 ㎥ 池 容量 ㎥ １池

吸 水 井 ： 容量 ㎥ 池

配 水 ポ ン プ ： 両吸込渦巻ポンプ 台

揚 水 ポ ン プ ： 両吸込渦巻ポンプ 台

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ： 〜 ℓ／分 台

ポリ塩化アルミニウム注入ポンプ： 〜 ℓ／分 台

苛性ソーダ注入ポンプ： 〜 ℓ／分 台

受変電設備 ： 式

非常用発電機： 台

濾過池操作室： 地上 階、延床面積 ㎡

管 理 棟 ： 地下 階地上 階、延床面積 ㎡

ポンプ室、発電機室、電気室、中央管理室、事務室、水質試験室、中会議室

管理棟別館 ： 地上 階、延床面積 ㎡

（水質計器室、大会議室、書庫、閲覧室）

用 地 面 積 ： ㎡

○排水処理設備

型 式 ： 横形濾布固定長時間加圧濾過脱水機

脱 水 機 棟 ： 地上 階、延床面積 ㎡

濃 縮 槽 ： 造り 池 （容量 ㎥× 池）

第 １ 洗 浄 池 ： 池 （容量 ㎥）

第 ２ 洗 浄 池 ： 池 （容量 ㎥）

汚 泥 貯留槽 ： 槽 造り（容量 ㎥）

ケーキホッパー： スクリュー切り出し式

有効容量 ㎥× 台
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急速濾過池 ： 濾過面積 ㎡ 濾過速度 ／日 池

能力 ㎥／日

洗 浄 水 槽 ： 容量 ㎥ 基

配 水 池 ： 容量 ㎥ 池 容量 ㎥ １池

吸 水 井 ： 容量 ㎥ 池

配 水 ポ ン プ ： 両吸込渦巻ポンプ 台

揚 水 ポ ン プ ： 両吸込渦巻ポンプ 台

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ： 〜 ℓ／分 台

ポリ塩化アルミニウム注入ポンプ： 〜 ℓ／分 台

苛性ソーダ注入ポンプ： 〜 ℓ／分 台

受変電設備 ： 式

非常用発電機： 台

濾過池操作室： 地上 階、延床面積 ㎡

管 理 棟 ： 地下 階地上 階、延床面積 ㎡

ポンプ室、発電機室、電気室、中央管理室、事務室、水質試験室、中会議室

管理棟別館 ： 地上 階、延床面積 ㎡

（水質計器室、大会議室、書庫、閲覧室）

用 地 面 積 ： ㎡

○排水処理設備

型 式 ： 横形濾布固定長時間加圧濾過脱水機

脱 水 機 棟 ： 地上 階、延床面積 ㎡

濃 縮 槽 ： 造り 池 （容量 ㎥× 池）

第 １ 洗 浄 池 ： 池 （容量 ㎥）

第 ２ 洗 浄 池 ： 池 （容量 ㎥）

汚 泥 貯留槽 ： 槽 造り（容量 ㎥）

ケーキホッパー： スクリュー切り出し式

有効容量 ㎥× 台



　太中浄水場平面図

脱水機棟
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　太中浄水場平面図

脱水機棟

高架水槽へ

高架水槽より

ポンプ室より

ポ

中

水

2F渡り廊下

配水管　φ250

水質計器室、大会議室、書庫、閲覧室

（停止中）

←φ100

第２配水池

昭和園
第一公園

ポンプ室、発電機室

中央管理室、事務室

水質試験室、中会議室

6,000㎥

3,000㎥
500

（停止中）

－ 33 －



－ 34 －



－ 35 －



鳥飼送水所
鳥飼送水所は、大阪広域水道企業団水（以下「企業団水」という。） を一旦貯水して配水ポン

プで加圧送水を行う施設であり、主に鳥飼上、鳥飼銘木町、鳥飼中、鳥飼新町、鳥飼八町、鳥

飼下、鳥飼本町、鳥飼野々、鳥飼八防、鳥飼西、安威川南町の給水を行っており､太中浄水場

から遠隔操作している無人施設である。

所 在 地 ： 摂津市鳥飼下 丁目 番 号 旧鳥飼送水所

摂津市鳥飼本町 丁目 番 号 新鳥飼送水所

新 設 工 期 ： 昭和 年 月 日着工 旧鳥飼送水所

昭和 年 月 日完成

拡 張 工 期 昭和 年 月 日着工 旧鳥飼送水所

昭和 年 月 日完成

拡 張 工 期 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 新鳥飼送水所

拡 張 工 期 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 新鳥飼送水所

配水施設増設工事

拡 張 工 期 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

平成 年 月 日完成 新鳥飼送水所

配水池築造工事

ポンプ増設

休 止 平成 年 月 日 （旧鳥飼送水所）

総 事 業 費 ： 円

施 設 能 力 ： ㎥／日

配 水 池 ： 池 （容量 ㎥）

配 水 ポ ン プ ： 両吸込渦巻ポンプ （可変速） 台

モーターエンジン両がけポンプ 台

エ ン ジ ン ： 台

非常用発電機 ： 台

受変電設備 ： 式

遠方監視制御装置： 式

緊急遮断弁 ： φ600 台

地 震 計 ： 式

管 理 棟 ： 地上 階、延床面積 ㎡

用 地 面 積 ： 旧鳥飼送水所 ㎡

新鳥飼送水所 ㎡

更 新 平成 年 月 日着工 受変電設備更新工事

平成 年 月 日完成

平成 年 月 日着工 号配水池耐震工事

平成 年 月 日完成

平成 年 月 日着工 号配水池耐震工事

平成 年 月 日完成



鳥飼送水所
鳥飼送水所は、大阪広域水道企業団水（以下「企業団水」という。） を一旦貯水して配水ポン

プで加圧送水を行う施設であり、主に鳥飼上、鳥飼銘木町、鳥飼中、鳥飼新町、鳥飼八町、鳥

飼下、鳥飼本町、鳥飼野々、鳥飼八防、鳥飼西、安威川南町の給水を行っており､太中浄水場

から遠隔操作している無人施設である。

所 在 地 ： 摂津市鳥飼下 丁目 番 号 旧鳥飼送水所

摂津市鳥飼本町 丁目 番 号 新鳥飼送水所

新 設 工 期 ： 昭和 年 月 日着工 旧鳥飼送水所

昭和 年 月 日完成

拡 張 工 期 昭和 年 月 日着工 旧鳥飼送水所

昭和 年 月 日完成

拡 張 工 期 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 新鳥飼送水所

拡 張 工 期 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 新鳥飼送水所

配水施設増設工事

拡 張 工 期 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

平成 年 月 日完成 新鳥飼送水所

配水池築造工事

ポンプ増設

休 止 平成 年 月 日 （旧鳥飼送水所）

総 事 業 費 ： 円

施 設 能 力 ： ㎥／日

配 水 池 ： 池 （容量 ㎥）

配 水 ポ ン プ ： 両吸込渦巻ポンプ （可変速） 台

モーターエンジン両がけポンプ 台

エ ン ジ ン ： 台

非常用発電機 ： 台

受変電設備 ： 式

遠方監視制御装置： 式

緊急遮断弁 ： φ600 台

地 震 計 ： 式

管 理 棟 ： 地上 階、延床面積 ㎡

用 地 面 積 ： 旧鳥飼送水所 ㎡

新鳥飼送水所 ㎡

更 新 平成 年 月 日着工 受変電設備更新工事

平成 年 月 日完成

平成 年 月 日着工 号配水池耐震工事

平成 年 月 日完成

平成 年 月 日着工 号配水池耐震工事

平成 年 月 日完成
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中央送水所
中央送水所は､ 企業団水を一旦貯水して､ 配水ポンプにて加圧送水を行うと共に､太中浄水場

へ企業団水を送水する役目を果しており､主に三島一丁目・二丁目、別府、東別府、南別府町、

一津屋、東一津屋、西一津屋、新在家、鳥飼和道地域の給水を行っている。

なお､ この送水所管理棟の 階の一部、 階及び 階は上下水道部事務室となっている。

所 在 地 ： 摂津市三島 丁目 番 号

新 設 工 期 ： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成

拡 張 工 期 ： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 第 配水池× 池増設

自家発電 × 台

拡 張 工 期 ： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 遠方監視制御装置

拡 張 工 期 ： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 太中浄水場への送水管布設工事

拡 張 工 期 ： 昭和 年 月 日着工 （第 次拡張事業の一環）

昭和 年 月 日完成 計装設備及び監視操作設備一式

総 事 業 費 ： 円

施 設 能 力 ： ㎥／日（内 ㎥／日は太中浄水場への連絡送水）

配 水 池 ： 池 （容量 ㎥）

配水ポンプ ： 両吸込渦巻ポンプ（可変速） 台

モーターエンジン両がけポンプ （固定速） 台

緊急遮断弁： φ 台

地 震 計 式

非常用発電機：

受変電設備： 式

管 理 棟 ： 地上３階 延床面積 ㎡

自家発電機室： 地上１階 延床面積 ㎡

用 地 面 積 ： ㎡

更 新 ： 令和 年 月 日着工 １号配水池更新工事

令和 年 月 日完成

令和 年 月 日着工 号配水池耐震工事

令和 年 月 日完成
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千里丘送水所
千里丘送水所は、企業団水を一旦貯水して、配水ポンプにて加圧送水し、ＪＲ東海道本線以

北の千里丘 丁目から 丁目と千里丘新町に給水している。

この送水所は、地震対策として配水池を耐震構造とし、地震計と緊急遮断弁を併設し、非

常時の飲料水が配水池で確保できるよう配慮している。なお、太中浄水場から遠隔操作して

いる無人施設である。

所 在 地 ： 摂津市千里丘 丁目 番 号

新 設 工 期 ： 昭和 年 月 日着工

昭和 年 月 日完成

総 事 業 費 ： 円

施 設 能 力 ： ㎥／日

配 水 池 ： 池（容量 ㎥）

配 水 ポ ン プ ： ブースターポンプ（横置形） × 台

× 台夜間用

緊 急 遮 断 弁 ： φ 台

地 震 計 ： 式

塩 素 滅 菌 装 置 ： 式

非 常 用 発 電 機 ： 台

受 変 電 設 備 ： 式

遠 方 監 視 制 御 設 備 ： 式

管 理 棟 ： 地上 階、地下 階延床面積 ㎡

用 地 面 積 ： ㎡

更 新 ： 令和 年 月 日着工 受変電設備更新工事

令和 年 月 日完成
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　千里丘送水所平面図
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水質自動監視設備（市内管末）

水質自動監視設備は､濁度、色度、 値、残留塩素、水温、水圧等を 時間監視できる水質自動測定

装置であり、 市内管末 か所に設置されている。

所 在 地 ： 鳥飼八町水質モニター 鳥飼八町 丁目 番

味生小学校水質モニター 一津屋 丁目 番

別府水質モニター 別府 丁目 番

市場池水質モニター 千里丘 丁目 番

旧三宅小学校水質モニター 千里丘東 丁目 番

鳥飼上水質モニター 鳥飼上 丁目 番

新 設 時 期 ： 昭和 年度（鳥飼八町、味生小、別府、市場池、三宅小各水質モニター）

平成 年度（鳥飼上水質モニター）

総 事 業 費 ： 円

施 設 ： 測定項目 濁度 （ 〜 度）

色度 （ 〜 度）

値 （ 〜 ）

残留塩素 （ 〜 ／ℓ）

水温 （ 〜 ℃）

水圧 （ 〜 ）

機器構成 ○信号伝送装置

デジタル回線による信号伝送

○水質計器盤

○取引用計器盤（電源盤）

能 力 ： 各水質モニターより測定された値が太中浄水場に設置されている

監視装置へ伝送され、記録及び警報監視を行うものである。

用 地 ： 鳥飼八町水質モニター（ ㎡）神安土地改良区水路上借用

味生小学校水質モニター（ ㎡）味生小学校敷地内借用

別府水質モニター（ ㎡）神安土地改良区水路上借用

市場池水質モニター（ ㎡）市場池公園敷地内借用

旧三宅小学校水質モニター（ ㎡）旧三宅スポーツセンター敷地内借用

鳥飼上水質モニター（ ㎡）摂津市くすのき公園敷地内借用

更 新 ： 平成 年度（市場池水質モニター）

平成 年度（鳥飼上水質モニター）

平成 年度（別府水質モニター）

平成 年度（旧三宅小学校水質モニター）

平成 年度（鳥飼八町水質モニター）

平成 年度（味生小学校水質モニター）
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（２）配水管布設延長
（単位：m）

        年度

 口径

計

消火栓(基)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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（５）企業債明細書　　　

（６）固定資産明細書　　

（７）給水原価構成　　　

（１）収益的収入及び支出

（４）費用構成　　　　　

（２）資本的収入及び支出

（３）貸借対照表　　　　

３．財　　　　　政
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３.財政

（１）収益的収入及び支出（税抜金額）

年　度　 令和2年度 令和3年度 令和4年度

　科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

営　業　収　益

給 水 収 益

受 託 工 事 収 益

受 託 事 業 収 益

他 会 計 負 担 金

そ の 他 営 業 収 益

営　業　外　収　益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

土 地 物 件 収 益

納 付 金

他 会 計 負 担 金

長 期 前 受 金 戻 入

雑 収 益

営　業　費　用

原 水 浄 水 及 び 送 水 費

配 水 給 水 費

受 託 工 事 費

業 務 費

総 係 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

営　業　外　費　用

支 払 利 息

雑 支 出

合　　　　計

合　　　　計

（　差　　　　引　）
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３.財政

（１）収益的収入及び支出（税抜金額）

年　度　 令和2年度 令和3年度 令和4年度

　科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

営　業　収　益

給 水 収 益

受 託 工 事 収 益

受 託 事 業 収 益

他 会 計 負 担 金

そ の 他 営 業 収 益

営　業　外　収　益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

土 地 物 件 収 益

納 付 金

他 会 計 負 担 金

長 期 前 受 金 戻 入

雑 収 益

営　業　費　用

原 水 浄 水 及 び 送 水 費

配 水 給 水 費

受 託 工 事 費

業 務 費

総 係 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

営　業　外　費　用

支 払 利 息

雑 支 出

合　　　　計

合　　　　計

（　差　　　　引　）

令和4年度 令和5年度 令和6年度

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

（単位：円、％）
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(２）資本的収入及び支出（税抜金額）

　　　　　　　　年　度

　科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

企　業　債

企 業 債

工　事　負　担　金

工 事 負 担 金

他　会　計　負　担　金 − −

他 会 計 負 担 金 − −

交　付　金

交 付 金

建　設　改　良　費

施 設 改 修 費

固 定 資 産 取 得 費

配 水 管 整 備 事 業 費

企　業　債　償　還　金

企 業 債 償 還 金

交　付　金　返　還　金 −

交 付 金 返 還 金 −

△ 751,194,657 − △ 747,992,458 −

合　　　　計

合　　　　計

（　差　　　　引　）

令和2年度 令和3年度
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(２）資本的収入及び支出（税抜金額）

　　　　　　　　年　度

　科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

企　業　債

企 業 債

工　事　負　担　金

工 事 負 担 金

他　会　計　負　担　金 − −

他 会 計 負 担 金 − −

交　付　金

交 付 金

建　設　改　良　費

施 設 改 修 費

固 定 資 産 取 得 費

配 水 管 整 備 事 業 費

企　業　債　償　還　金

企 業 債 償 還 金

交　付　金　返　還　金 −

交 付 金 返 還 金 −

△ 751,194,657 − △ 747,992,458 −

合　　　　計

合　　　　計

（　差　　　　引　）

令和2年度 令和3年度

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

△ 682,484,291 − △ 627,276,043 − △ 670,217,121 −

（単位：円、％）

令和4年度 令和5年度 令和6年度
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(３）貸借対照表
（単位：円）

区　　分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１.固定資産

(1)有形固定資産

(ｲ) 土 地

(ﾛ) 建 物

減 価 償 却 累 計 額 △1,039,623,012 △1,075,856,712 △1,112,090,412 △1,148,324,112 △1,184,557,812

(ﾊ) 構 築 物

減 価 償 却 累 計 額 △5,884,714,434 △6,124,122,218 △6,378,437,762 △6,641,199,494 △6,915,592,876

(ﾆ) 機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額 △3,456,143,758 △3,538,704,074 △3,423,439,292 △3,521,525,017 △3,607,231,143

(ﾎ) 車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額 △32,665,203 △33,853,548 △34,913,302 △35,973,057 △36,458,496

(ﾍ) 工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額 △95,611,807 △101,698,125 △88,375,342 △89,471,028 △98,883,734

(ﾄ) 建 設 仮 勘 定

(2)無形固定資産

(ｲ) 電 話 加 入 権

２.流動資産

(1)現金預金

(2)未　収　金

 貸倒引当金 △10,850,000 △7,494,000 △5,823,000 △5,040,000 △4,421,000

(3)貯　蔵　品

合           計
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(３）貸借対照表
（単位：円）

区　　分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１.固定資産

(1)有形固定資産

(ｲ) 土 地

(ﾛ) 建 物

減 価 償 却 累 計 額 △1,039,623,012 △1,075,856,712 △1,112,090,412 △1,148,324,112 △1,184,557,812

(ﾊ) 構 築 物

減 価 償 却 累 計 額 △5,884,714,434 △6,124,122,218 △6,378,437,762 △6,641,199,494 △6,915,592,876

(ﾆ) 機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額 △3,456,143,758 △3,538,704,074 △3,423,439,292 △3,521,525,017 △3,607,231,143

(ﾎ) 車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額 △32,665,203 △33,853,548 △34,913,302 △35,973,057 △36,458,496

(ﾍ) 工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額 △95,611,807 △101,698,125 △88,375,342 △89,471,028 △98,883,734

(ﾄ) 建 設 仮 勘 定

(2)無形固定資産

(ｲ) 電 話 加 入 権

２.流動資産

(1)現金預金

(2)未　収　金

 貸倒引当金 △10,850,000 △7,494,000 △5,823,000 △5,040,000 △4,421,000

(3)貯　蔵　品

合           計

（単位：円）

区　　分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

３.固定負債

(1)企　業　債

(2)引　当　金

４.流動負債

(1)企　業　債

(2)未　払　金

(3)預　り　金

(4)引　当　金

５.繰延収益

(1)長期前受金

収益化累計額 △ 763,436,137 △ 796,651,278 △ 830,488,686 △ 867,971,043 △ 905,893,115

負 債 合 計

６.資　本　金

７.剰　余　金

(1)利益剰余金

(ｲ)
当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

資 本 合 計

合          計
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（５）企業債明細書 （単位：円）

（６）固定資産明細書（年度末償却未済高） （単位：円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

有形固定資産合計

その他構築物

配水設備

原水及び浄水設備

施設用建物

年度

項目
発行総額

年度

資産の種類

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

無形固定資産合計

電話加入権

土地

建物

構築物

工具、器具及び備品

車両運搬具

機械及び装置

その他機械装置

元金償還高累計 未償還残高

建設仮勘定

量水器

塩素減菌設備

ポンプ設備

電気設備

令和2年度

元金償還高発行額
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（２）業　務　状　況

４．業　務　概　要

（１）経　営　比　率
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４.業務概要　
（１）経営比率

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度項 目

負 荷 率 ％

施 設 利 用 率 ％

最 大 稼 動 率 ％

有 収 率 ％

配 水 管 使 用 効 率 ㎥/ｍ

固 定 資 産 使 用 効 率
㎥/万
円

1㎥当たり消費電力料金 円

有
収
水
量

㎥
当
た
り

総 収 益 円

給 水 収 益 円

総 費 用 円

職
員

人
当
た
り

有 形 固 定 資 産 万円

総 配 水 量 ㎥

有 収 水 量 ㎥

給 水 人 口 人

経 常 利 益 千円

営 業 収 益 千円
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４.業務概要　
（１）経営比率

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度項 目

負 荷 率 ％

施 設 利 用 率 ％

最 大 稼 動 率 ％

有 収 率 ％

配 水 管 使 用 効 率 ㎥/ｍ

固 定 資 産 使 用 効 率
㎥/万
円

1㎥当たり消費電力料金 円

有
収
水
量

㎥
当
た
り

総 収 益 円

給 水 収 益 円

総 費 用 円

職
員

人
当
た
り

有 形 固 定 資 産 万円

総 配 水 量 ㎥

有 収 水 量 ㎥

給 水 人 口 人

経 常 利 益 千円

営 業 収 益 千円

備考

1日平均配水量(㎥)
1日最大配水量(㎥)

1日平均配水量(㎥)
1日配水能力(㎥)

1日最大配水量(㎥)
1日配水能力(㎥)

有効有収水量(㎥)
総配水量(㎥)

総配水量(㎥)
導･送･配水管延長(ｍ)

総配水量(㎥)
有形固定資産(万円)

電力料金(円)
総配水量(㎥)

総収益(円)
有効有収水量(㎥)

給水収益(円)
有効有収水量(㎥)

総費用(円)
有効有収水量(㎥)

有形固定資産(万円)
職員数(人)

総配水量(㎥)
損益勘定所属職員数(人)

有効有収水量(㎥)
損益勘定所属職員数(人)

給水人口(人)
損益勘定所属職員数(人)

経常利益(千円)
損益勘定所属職員数(人)

公　　　  　　　　　　式

水道施設が効率的に運営されているかを示
し、100％に近いほど好ましい。

水道施設が効率的に運営されているかを示
し、100％に近いほど好ましい。

施設の利用及び投資が適正であるかを示し、
施設効率として高いほど好ましいが、100％に
近すぎるのも適当でない。

事業の効率性を示し、高いほど好ましい。

水道施設が効率的に使用されているかを示
し、高いほど好ましいが、地形的事情等が考
慮されなければならない。

水道施設が効率的に使用されているかを示
し、高いほど好ましいが、浄水施設の有無な
どにより異なる。

配水量１㎥当たりに要する電力料金を示す。

有収水量１㎥当たりの総収益を示す。

有収水量１㎥当たりの給水収益（平均料金単
価）を示す。

有収水量１㎥当たりの給水に要する費用を示
す。

職員の労働生産性を固定資産の視点から示
し、高いほど職員一人当たりの生産性が高
い。

職員の労働生産性を配水量の視点から示し、
高いほど職員一人当たりの生産性が高い。

職員の労働生産性を有収水量の視点から示
し、高いほど職員一人当たりの生産性が高
い。

職員の労働生産性を給水人口の視点から示
し、高いほど職員一人当たりの生産性が高
い。

職員の労働生産性を利益の視点から示し、高
いほど職員一人当たりの生産性が高い。

職員の労働生産性を収益の視点から示し、高
いほど職員一人当たりの生産性が高い。営業収益(千円)−受託工事収益(千円)

損益勘定所属職員数(人)

×

×

×

×
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度項 目

固 定 資 産 構 成 比 率 ％

固 定 負 債 構 成 比 率 ％

自 己 資 本 構 成 比 率 ％

固定資産対長期資本比率 ％

固 定 比 率 ％

流 動 比 率 ％

現 金 預 金 比 率 ％

自 己 資 本 回 転 率 回

固 定 資 産 回 転 率 回

流 動 資 産 回 転 率 回

未 収 金 回 転 率 回

総 収 支 比 率 ％

経 常 収 支 比 率 ％

営 業 収 支 比 率 ％

利 子 負 担 率 ％

企 業 債 償 還 元 金 対
％

減 価 償 却 費 比 率
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度項 目

固 定 資 産 構 成 比 率 ％

固 定 負 債 構 成 比 率 ％

自 己 資 本 構 成 比 率 ％

固定資産対長期資本比率 ％

固 定 比 率 ％

流 動 比 率 ％

現 金 預 金 比 率 ％

自 己 資 本 回 転 率 回

固 定 資 産 回 転 率 回

流 動 資 産 回 転 率 回

未 収 金 回 転 率 回

総 収 支 比 率 ％

経 常 収 支 比 率 ％

営 業 収 支 比 率 ％

利 子 負 担 率 ％

企 業 債 償 還 元 金 対
％

減 価 償 却 費 比 率

備考

固定資産(円)

資産合計(円)

固定負債(円)

負債･資本合計(円)

流動資産(円)

流動負債(円)

現金預金(円)

流動負債(円)

総収益(円)

総費用(円)

企業債元金償還金(円)

当年度減価償却費(円)

公　　　  　　　　　　式

資産合計における固定資産の割合を示し、装
置産業とも言われる水道事業では、一般的に
高い傾向にある。低いほど好ましい。

負債・資本合計における固定負債の割合を示
し、他人資本依存度を示す。低いほど好まし
い。

負債・資本合計における資本の割合を示し、
高いほど経営の安定度が高いが、企業債依存
度の高い公営企業では低い傾向にある。

資本金(円)＋剰余金(円)＋繰延収益(円)

負債･資本合計(円)

固定資産がどれだけ自己資本及び固定負債
（企業債）で調達されているかを示し、100％
以下でかつ低いことが望ましい。

固定資産(円)

資本金(円)＋剰余金(円)＋固定負債(円)＋繰延収益(円)

自己資本がどれだけ固定資産に投下されてい
るかを示し、低いほど好ましい。企業債によ
る調達が多い水道事業では高い傾向にある。

固定資産(円)

資本金(円)＋剰余金(円)＋繰延収益(円)

短期債務に対して応ずべき流動資産が十分に
あるかどうかを示し、高いほど好ましい。

短期債務に対して応ずべき現金預金が十分に
あるかどうかを示し、高いほど好ましい。

投下資本に対して営業活動が活発に行われて
いるかを示し、高いほど好ましい。

営業収益(円)−受託工事収益(円)

(期首資本金・剰余金・繰延収益＋期末資本金・剰余金・繰延収益)(円)×1／2

営業収益を得るに当たり固定資産が効率良く
回転しているかを示し、高いほど好ましい。営業収益(円)−受託工事収益(円)

(期首固定資産＋期末固定資産)(円)×1／2

営業収益を得るに当たり流動資産が効率良く
回転しているかを示し、高いほど好ましい。営業収益(円)−受託工事収益(円)

(期首流動資産＋期末流動資産)(円)×1／2

未収金の回収状況を示し、高いほど未納期間
が短く、早く回収されていることを示す。営業収益(円)−受託工事収益(円)

(期首未収金＋期末未収金)(円)×1／2

100％以上であるとともに、総括原価における
資産維持費相当額が利益として確保されてい
ることが好ましい。

単年度の収支が黒字であることを示す100％以
上となっていることが必要である。営業収益(円)+営業外収益(円)

営業費用(円)+営業外費用(円)

通常の営業状況における健全度を示し、高い
（100％を超える）ほど好ましい。営業収益(円)−受託工事収益(円)

営業費用(円)−受託工事費用(円)

企業債に対する支払利息の平均利率を示し、
低いほど低利率で調達できている。支払利息(円)＋企業債取扱諸費(円)

建設改良費の財源に充てるための企業債（固定負債・流動負債）(円)

100％を超えると再投資を行うに当たり、企業
債等の外部資金に頼らざるを得ない。100％以
下であれば財務的に安全である。

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度項 目

有 形 固 定 資 産
％

減 価 償 却 率

管 路 経 年 化 率 ％

管 路 更 新 率 ％

給
水
収
益
に
対
す
る
割
合

企業債償還元金 ％

企 業 債 利 息 ％

企業債元利償還金 ％

企 業 債 残 高 ％

職 員 給 与 費 ％
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度項 目

有 形 固 定 資 産
％

減 価 償 却 率

管 路 経 年 化 率 ％

管 路 更 新 率 ％

給
水
収
益
に
対
す
る
割
合

企業債償還元金 ％

企 業 債 利 息 ％

企業債元利償還金 ％

企 業 債 残 高 ％

職 員 給 与 費 ％

備考

企業債利息(円)

給水収益(円)

企業債残高(円)

給水収益(円)

損益勘定職員給与費(円)

給水収益(円)

公　　　  　　　　　　式

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却
がどの程度進んでいるかを表す指標で、数値
が高いほど、法定耐用年数に近い資産が多い
ことを示す。

有形固定資産減価償却累計額(円)

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価(円)

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表し
た指標で、管路の老朽化度合を示している。法定耐用年数を超えている管路延長(km)

管路延長(km)

当該年度に更新した管路延長の割合を表した
指標で、管路の更新ペースや状況を把握する
ことが可能となる。

当該年度に更新した管路延長(km)

管路延長(km)

給水収益に対する企業債元金償還金の割合を
示す。

建設改良費のための企業債元金償還金(円)

給水収益(円)

給水収益に対する企業債利息の割合を示す。

給水収益に対する企業債元金償還金及び企業
債利息の割合を示す。

建設改良費のための企業債元利償還金(円)

給水収益(円)

給水収益に対する企業債残高の割合を示す。

給水収益に対する損益勘定職員の給与費の割
合を示す。

×

×

×

×

×

×

×

×
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（２）業務状況

　　　  　　  年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 区分

行政区域人口(人)

給水戸数(戸)

給水人口(人)

普及率(％)

導･送･配水管延長(ｍ)

1日配水能力(㎥)

年間総配水量(㎥)

有効有収水量(㎥)

有収率(％)

1日最大配水量(㎥)

1日平均配水量(㎥)

1日平均有収水量(㎥)

1人1日最大配水量(ℓ)

1人1日平均配水量(ℓ)

1人1日平均有収水量(ℓ)

総収益(税抜き)(円)

総費用(税抜き)(円)

純利益(△損失)(円)

供給単価(円/㎥)

給水原価(円/㎥)

料金回収率(％)

職員数(人)
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（２）業務状況

　　　  　　  年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 区分

行政区域人口(人)

給水戸数(戸)

給水人口(人)

普及率(％)

導･送･配水管延長(ｍ)

1日配水能力(㎥)

年間総配水量(㎥)

有効有収水量(㎥)

有収率(％)

1日最大配水量(㎥)

1日平均配水量(㎥)

1日平均有収水量(㎥)

1人1日最大配水量(ℓ)

1人1日平均配水量(ℓ)

1人1日平均有収水量(ℓ)

総収益(税抜き)(円)

総費用(税抜き)(円)

純利益(△損失)(円)

供給単価(円/㎥)

給水原価(円/㎥)

料金回収率(％)

職員数(人)

　全項目水質検査結果

　（７）浄水水質検査成績　　　　

　（８）水質管理目標設定項目及び

生物検査結果　　

　（２）配水系統と施設図　　　　

　（３）自己水源に対する電力及び

　（４）太中浄水場薬品購入状況　

　（５）施設別電力使用量及び料金

　（６）太中浄水場　　　　　　　

　薬品費　　　　　　

５．浄　水 ・ 配　水

　（１）配水量内訳　　　　　　　
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５.浄水・配水

（１）配水量内訳

　①配水量内訳

自 己 水

大 阪 広 域
水道企業団水

計

自 己 水

大 阪 広 域
水道企業団水

計

令和6年度令和5年度

構成比
（％）

構成比
（％）

令和4年度令和3年度令和2年度

構成比
（％）

 水量(㎥)  水量(㎥)

              年度  

  科目

 水量(㎥)  水量(㎥)

構成比
（％）

構成比
（％）

              年度  

  科目  水量(㎥)
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５.浄水・配水

（１）配水量内訳

　①配水量内訳

自 己 水

大 阪 広 域
水道企業団水

計

自 己 水

大 阪 広 域
水道企業団水

計

令和6年度令和5年度

構成比
（％）

構成比
（％）

令和4年度令和3年度令和2年度

構成比
（％）

 水量(㎥)  水量(㎥)

              年度  

  科目

 水量(㎥)  水量(㎥)

構成比
（％）

構成比
（％）

              年度  

  科目  水量(㎥)

　
②

配
水

量
分

析
表

（
単

位
：

㎥
、

％
）

　
　

　
　

　
　

 
年

度
令

和
2
年

度
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度
令

和
6
年

度

　
内

容
水

　
　

量
構

成
比

水
　

　
量

構
成

比
水

　
　

量
構

成
比

水
　

　
量

構
成

比
水

　
　

量
構

成
比

有
効

有
収

水
量

（
有

収
率

）

新
管

濁
水

に
よ

る
洗

管
水

量

泥
土

管
に

よ
る

洗
管

水
量

公
用

水
量

給
水

モ
ニ

タ
ー

用
水

量

消
火

用
水

量

メ
ー

タ
ー

不
感

水
量

無
効

無
収

水
量

（
損

失
率

）

減
免

水
量

不
明

水
量

総
配

水
量

有
効

水
量

（
有

効
率

）

有
効

無
収

水
量
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　（２）配水系統と施設図
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年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

内訳
自 己 水

㎥ 当 り
単 価

自 己 水
㎥ 当 り

単 価

自 己 水
㎥ 当 り

単 価

電 力 使用量(kWh)

使用料金(円)

薬 品 金額(円)

水 量 自己水量(㎥)

電力使用
料金及び
薬品費に
対 す る
単 価

1㎥当り単価
(円)

年度 令和5年度　※ 令和6年度
※太中浄水場の電気料金は契約変更により、

内訳
自 己 水

㎥ 当 り
単 価

自 己 水
㎥ 当 り

単 価

電 力 使用量(kWh)

使用料金(円)

薬 品 金額(円)

水 量 自己水量(㎥)

電力使用
料金及び
薬品費に
対 す る
単 価

1㎥当り単価
(円)

　

購入量 金額 購入量 金額 購入量 金額 合計

(円) (円) (円) (円)

令和6年度

（３）自己水源に対する電力及び薬品費（税抜金額）

（４）太中浄水場薬品購入状況（税抜金額）

区分
次亜塩素酸ナトリウム 苛性ソーダ ポリ塩化アルミニウム

年度

　電力使用量及び使用料金は11か月分のため
　薬品費と自己水量も11か月分で算出。

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

(５）施設別電力使用量及び料金（税抜金額）

区分 太中浄水場

使 用 量 使 用 料 金 使 用 量 使 用 料 金
年度 (円) (円)

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

区分 中央送水所

使 用 量 使 用 料 金 使 用 量 使 用 料 金
年度 (円) (円)

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

　 区分 合　　　計

使 用 量 使 用 料 金 使 用 量 使 用 料 金
年度 (円) (円)

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

※太中浄水場の電気料金は契約変更により、電力使用量及び使用料金は11か月分（令和５年度）

千里丘送水所

鳥飼送水所

水質モニタｰ(6カ所)

※ ※
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年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

内訳
自 己 水

㎥ 当 り
単 価

自 己 水
㎥ 当 り

単 価

自 己 水
㎥ 当 り

単 価

電 力 使用量(kWh)

使用料金(円)

薬 品 金額(円)

水 量 自己水量(㎥)

電力使用
料金及び
薬品費に
対 す る
単 価

1㎥当り単価
(円)

年度 令和5年度　※ 令和6年度
※太中浄水場の電気料金は契約変更により、

内訳
自 己 水

㎥ 当 り
単 価

自 己 水
㎥ 当 り

単 価

電 力 使用量(kWh)

使用料金(円)

薬 品 金額(円)

水 量 自己水量(㎥)

電力使用
料金及び
薬品費に
対 す る
単 価

1㎥当り単価
(円)

　

購入量 金額 購入量 金額 購入量 金額 合計

(円) (円) (円) (円)

令和6年度

（３）自己水源に対する電力及び薬品費（税抜金額）

（４）太中浄水場薬品購入状況（税抜金額）

区分
次亜塩素酸ナトリウム 苛性ソーダ ポリ塩化アルミニウム

年度

　電力使用量及び使用料金は11か月分のため
　薬品費と自己水量も11か月分で算出。

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

(５）施設別電力使用量及び料金（税抜金額）

区分 太中浄水場

使 用 量 使 用 料 金 使 用 量 使 用 料 金
年度 (円) (円)

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

区分 中央送水所

使 用 量 使 用 料 金 使 用 量 使 用 料 金
年度 (円) (円)

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

　 区分 合　　　計

使 用 量 使 用 料 金 使 用 量 使 用 料 金
年度 (円) (円)

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

※太中浄水場の電気料金は契約変更により、電力使用量及び使用料金は11か月分（令和５年度）

千里丘送水所

鳥飼送水所

水質モニタｰ(6カ所)

※ ※
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（（６６））太太中中浄浄水水場場　　全全項項目目水水質質検検査査結結果果
水質基準 1号井戸 2号井戸

一般細菌 100/mL中以下

大腸菌 検出されないこと 検出しない

カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003mg/L未満

水銀及びその化合物　 0.0005mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

六価クロム化合物 0.02mg/L以下 0.002mg/L未満

亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004mg/L未満

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.1mg/L未満

フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.08mg/L未満

ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1mg/L未満

四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002mg/L未満

1,4-ジオキサン　※ 0.05mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004mg/L未満

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002mg/L未満

テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

塩素酸 0.6mg/L以下 0.06mg/L未満

クロロ酢酸 0.02mg/L以下

クロロホルム 0.06mg/L以下

ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下

ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下

臭素酸 0.01mg/L以下

総トリハロメタン 0.1mg/L以下

トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下

ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下

ブロモホルム 0.09mg/L以下

ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下

亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1mg/L未満

アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.02mg/L未満

鉄及びその化合物 0.3mg/L以下

銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1mg/L未満

ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下

マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下

塩化物イオン 200mg/L以下

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下

蒸発残留物 500mg/L以下

陰イオン界面活性剤　※ 0.2mg/L以下

ジェオスミン 0.00001mg/L以下

2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下

非イオン界面活性剤　※ 0.02mg/L以下

フェノール類　※ 0.005mg/L以下

有機物（全有機炭素） 3mg/L以下

ｐＨ値 5.8以上8.6以下

味 異常でないこと

臭気 異常でないこと 金気臭

色度 5度以下 2度

濁度 2度以下 0.5度

浄水・受水は管末で採取。※の項目については浄水場出口で採取。

項　　　目　
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（（６６））太太中中浄浄水水場場　　全全項項目目水水質質検検査査結結果果
水質基準 1号井戸 2号井戸

一般細菌 100/mL中以下

大腸菌 検出されないこと 検出しない

カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003mg/L未満

水銀及びその化合物　 0.0005mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

六価クロム化合物 0.02mg/L以下 0.002mg/L未満

亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004mg/L未満

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.1mg/L未満

フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.08mg/L未満

ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1mg/L未満

四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002mg/L未満

1,4-ジオキサン　※ 0.05mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004mg/L未満

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002mg/L未満

テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001mg/L未満

塩素酸 0.6mg/L以下 0.06mg/L未満

クロロ酢酸 0.02mg/L以下

クロロホルム 0.06mg/L以下

ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下

ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下

臭素酸 0.01mg/L以下

総トリハロメタン 0.1mg/L以下

トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下

ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下

ブロモホルム 0.09mg/L以下

ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下

亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1mg/L未満

アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.02mg/L未満

鉄及びその化合物 0.3mg/L以下

銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1mg/L未満

ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下

マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下

塩化物イオン 200mg/L以下

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下

蒸発残留物 500mg/L以下

陰イオン界面活性剤　※ 0.2mg/L以下

ジェオスミン 0.00001mg/L以下

2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下

非イオン界面活性剤　※ 0.02mg/L以下

フェノール類　※ 0.005mg/L以下

有機物（全有機炭素） 3mg/L以下

ｐＨ値 5.8以上8.6以下

味 異常でないこと

臭気 異常でないこと 金気臭

色度 5度以下 2度

濁度 2度以下 0.5度

浄水・受水は管末で採取。※の項目については浄水場出口で採取。

項　　　目　 3号井戸 4号井戸 5号井戸 6号井戸 混合原水 浄水 受水（企業団水）

検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない

0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満

0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満

0.004mg/L未満 0.004mg/L未満 0.004mg/L未満 0.004mg/L未満 0.004mg/L未満 0.004mg/L未満 0.004mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満

0.08mg/L未満 0.08mg/L未満 0.08mg/L未満 0.08mg/L未満 0.08mg/L未満 0.08mg/L未満 0.08mg/L未満

0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.005mg/L未満 0.005mg/L未満 0.005mg/L未満

0.004mg/L未満 0.004mg/L未満 0.004mg/L未満 0.004mg/L未満 0.004mg/L未満 0.004mg/L未満

0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.06mg/L未満 0.06mg/L未満 0.06mg/L未満 0.06mg/L未満 0.06mg/L未満 0.06mg/L未満

0.002mg/L未満 0.002mg/L未満

0.006mg/L未満 0.006mg/L未満

0.003mg/L未満 0.003mg/L未満

0.01mg/L未満 0.01mg/L未満

0.01mg/L未満

0.003mg/L未満 0.003mg/L未満

0.003mg/L未満

0.009mg/L未満 0.009mg/L未満

0.008mg/L未満 0.008mg/L未満

0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満

0.02mg/L未満 0.02mg/L未満 0.02mg/L未満 0.02mg/L未満 0.02mg/L未満 0.02mg/L未満 0.02mg/L未満

0.03mg/L未満 0.03mg/L未満

0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満 0.1mg/L未満

0.005mg/L未満 0.005mg/L未満

0.02mg/L未満 0.02mg/L未満 0.02mg/L未満

0.000001mg/L未満 0.000001mg/L未満 0.000001mg/L未満

0.000001mg/L未満 0.000001mg/L未満 0.000001mg/L未満

0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満

0.0005mg/L未満 0.0005mg/L未満 0.0005mg/L未満

異常なし 異常なし

金気臭 金気臭 金気臭 金気臭 金気臭 異常なし 異常なし

1度未満 1度 2度 2度 36度 1度未満 1度未満

0.1度未満 0.3度 0.3度 0.1度未満 6.8度 0.1度未満 0.1度未満

（令和6年度平均値）
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(７）浄水水質検査成績
（令和6年度平均値）

配水系統 鳥　飼 中　央 千里丘 太　中

水質基準 系　統 系　統 系　統 系　統

水 温 20.6℃ 19.0℃ 20.6℃ 19.2℃

一 般 細 菌 100/ｍL以下

大 腸 菌 検出されないこと 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下

総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1mg/L以下 0.01mg/L未満 0.01mg/L未満

鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3mg/L以下 0.03mg/L未満 0.03mg/L未満 0.03mg/L未満 0.03mg/L未満

ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下

マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.005mg/L未満 0.005mg/L未満 0.005mg/L未満 0.005mg/L未満

塩 化 物 イ オ ン 200mg/L以下

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下

蒸 発 残 留 物 500mg/L以下

有 機 物 （ 全 有 機 炭 素 ） 3mg/L以下 － －

ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下

味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 5度以下 1度未満 1度未満 1度未満 1度未満

濁 度 2度以下 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満

残 留 塩 素 0.1mg/L以上  ※

 　※   水道法施行規則

項　　　目
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(７）浄水水質検査成績
（令和6年度平均値）

配水系統 鳥　飼 中　央 千里丘 太　中

水質基準 系　統 系　統 系　統 系　統

水 温 20.6℃ 19.0℃ 20.6℃ 19.2℃

一 般 細 菌 100/ｍL以下

大 腸 菌 検出されないこと 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下

総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1mg/L以下 0.01mg/L未満 0.01mg/L未満

鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3mg/L以下 0.03mg/L未満 0.03mg/L未満 0.03mg/L未満 0.03mg/L未満

ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下

マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.005mg/L未満 0.005mg/L未満 0.005mg/L未満 0.005mg/L未満

塩 化 物 イ オ ン 200mg/L以下

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下

蒸 発 残 留 物 500mg/L以下

有 機 物 （ 全 有 機 炭 素 ） 3mg/L以下 － －

ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下

味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 5度以下 1度未満 1度未満 1度未満 1度未満

濁 度 2度以下 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満

残 留 塩 素 0.1mg/L以上  ※

 　※   水道法施行規則

項　　　目

(８）水質管理目標設定項目及び生物検査結果

　水質管理目標設定項目は、水道中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるた

め水質基準とされなかったもの、又は、現在まで水道中では水質基準とする必要があるような濃

度で検出されていないが、今後、当該濃度を超えて水道中で検出される可能性があるもの等27項

目が定められています。上下水道部では、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期す　

ため、太中浄水場浄水について、20項目を自己分析又は委託分析により検査しております。

項　　目 目標値 測定値 備考

アンチモン及びその化合物 0.002mg/L未満 自己分析

ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 0.0002mg/L未満 自己分析

ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 0.002mg/L未満 自己分析

ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.0004mg/L未満 自己分析

ト ル エ ン 0.04mg/L未満 自己分析

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 0.008mg/L未満 委託分析

亜 塩 素 酸

二 酸 化 塩 素

ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル 0.001mg/L未満 委託分析

抱 水 ク ロ ラ ー ル 0.002mg/L未満 委託分析

農 薬 類 委託分析

残 留 塩 素 自己分析

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 自己分析

マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.001mg/L未満 自己分析

遊 離 炭 酸

ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.03mg/L未満 自己分析

メチル ブチルエーテル 0.002mg/L未満 自己分析

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）

臭 気 強 度 （ Ｔ Ｏ Ｎ ）

蒸 発 残 留 物 自己分析

濁 度 0.1度未満 自己分析

値 自己分析

腐食性（ランゲリア指数）

従 属 栄 養 細 菌

ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L未満 自己分析

アルミニウム及びその化合物 0.01mg/L未満 自己分析

ペルフルオロオクタンスルホン酸
及びペ ルフルオロオクタン酸 委託分析

※1 PFOS及びPFOAのみ太中浄水場原水の値

太中浄水場原水　生物検査結果 

項　　目 採水場所 採水月日

ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 混合原水
令和6年6月18日
令和6年9月17日

ジ ア ル ジ ア 混合原水
令和6年6月18日
令和6年9月17日

嫌 気 性 芽 胞 菌
（クリプトスポリジウム指標菌）

混合原水

令和6年 5月21日
令和6年 8月13日
令和6年11月19日
令和7年 2月25日

※2 CFU/100mlとは100mlの水の中に存在する細菌の集落（コロニー）の数を表す
　

0.02mg/L以下

0.002mg/L以下（暫定）

0.02mg/L以下

0.004mg/L以下

0.4mg/L以下

0.08mg/L以下

0.6mg/L以下

0.6mg/L以下

0.01mg/L以下（暫定）

0.02mg/L以下（暫定）

1mg/L以下

10mg/L以上100mg/L以下

0.01mg/L以下

20mg/L以下

 検出値と目標値の比の和とし
 て1以下

30mg/L以上200mg/L以下

1度以下

7.5程度

0.3mg/L以下

0.02mg/L以下

3mg/L以下

3以下

0.1mg/L以下

0.1mg/L以下

10リットル中に検出しない

 マイナス1程度以上とし、極
 力0に近づける

 1mLの検水で形成される集落
 数が2,000以下（暫定）

0.00005mg/L以下（暫定）

※2

測　定　し　な　い

測　定　し　な　い

測　定　し　な　い

測　定　し　な　い

測　定　し　な　い

10リットル中に検出しない

測　定　し　な　い

測　定　し　な　い

結　　果
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（１）年度別給水工事検査済状況

（２）給水装置修繕等の件数　　

（３）開閉栓メーター取扱い件数

（４）量水器設置個数　　　　　

６．給 水 及 び 修 繕

－ 81 －



６.給水及び修繕

(１）年度別給水工事検査済状況

         （単位：件）

        口径 小 口 径 中 口 径 大 口 径 その他

(φ13〜 (φ25〜 (φ50mm (臨時・配

  年度     以上) 水管等)

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

（２）給水装置修繕等の件数

         （単位：件）

ビニール管 鉛    管 ポリエチレン管 鋳 鉄 管
 φ13〜  φ13〜  φ13〜  φ75〜

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

         （単位：件）

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

そ の 他 合    計

 年度

        内容
給 水 栓
取    替

止 水 栓
ユニオン
メーター

ボックス
類

混   柱

受 水 槽 下水関連 計

        内容
給 水 栓
漏    れ

仕 切 弁 消 火 栓

  年度
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（３）開閉栓メーター取扱い件数
　 　（単位：件）

     内容 メーター取替

 年度 検定満期 不 回 転 直営取替

令和2年度         

令和3年度         

令和4年度         

令和5年度         

令和6年度         

（４）量水器設置個数
（単位：個）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

               

               

               

               

               

               

               

               

               

計                

 口径

開栓 閉栓 職権停水
メーター

検査
合計

      年度
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（６）用途別使用水量及び料金

７．水　道　料　金　等

（１）料金調定金額と有収水量

（２）納付別一覧表　　　　　

（３）検針状況　　　　　　　

（４）納付金収入状況　　　　

（５）不納欠損金　　　　　　
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 ７.水道料金等
（１）料金調定金額と有収水量

（税抜金額）

調 定 金 額 配　水　量 有 収 水 量 有 収 率

（円） （㎥） （㎥） （％）

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

　　   項目

  年度

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

調調定定金金額額、、配配水水量量及及びび有有収収水水量量のの推推移移

調定金額 配水量 有収水量

百万円 千㎥
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 ７.水道料金等
（１）料金調定金額と有収水量

（税抜金額）

調 定 金 額 配　水　量 有 収 水 量 有 収 率

（円） （㎥） （㎥） （％）

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

　　   項目

  年度

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

調調定定金金額額、、配配水水量量及及びび有有収収水水量量のの推推移移

調定金額 配水量 有収水量

百万円 千㎥

（２）納付別一覧表
（単位 : 件、％）

  年度

 区分

（３）検針状況

年度

 区分

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

口座振替

自主納付

合　　計

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

 検針人員（人）

 検 針 数（件）

年間一人平均

  検 針 数（件）
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（４）納付金収入状況（税込金額）

（上段は件数､下段は金額　単位：件、円）

口径
年度

　　口径
年度

 ※ 上段の件数は申請書のメーター個数であり、受付件数と異なる。

　　また、金額については増径分及び減額分を含む。

（５）不納欠損金（税込金額）

  年度

φ13 φ20 φ25 φ40

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

φ50
口 径 変 更

計
そ の 他

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

理由 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

転居先不明

会社倒産等

本 人 死 亡

（小 計）

修 繕 料

合 計
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（４）納付金収入状況（税込金額）

（上段は件数､下段は金額　単位：件、円）

口径
年度

　　口径
年度

 ※ 上段の件数は申請書のメーター個数であり、受付件数と異なる。

　　また、金額については増径分及び減額分を含む。

（５）不納欠損金（税込金額）

  年度

φ13 φ20 φ25 φ40

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

φ50
口 径 変 更

計
そ の 他

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令 和 年 度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

理由 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

転居先不明

会社倒産等

本 人 死 亡

（小 計）

修 繕 料

合 計

（
６
）
用
途
別
使
用
水
量
及
び
料
金

（
税
抜
金
額
）

　
　

　
　

　
　

年
度

 
使

用
水

量
（

㎥
）

 
使
用
水
量
（
㎥
）

 
使
用
水
量
（
㎥
）

 
使
用
水
量
（
㎥
）

 
使
用
水
量
（
㎥
）

　
用

途
 
料

 
 
 
 
金

（
円
）

 
料
 
 
 
 
金
（
円
）

 
料
 
 
 
 
金
（
円
）

 
料
 
 
 
 
金
（
円
）

 
料
 
 
 
 
金
（
円
）

令
和

2
年
度

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

令
和
6
年
度

構 成 比 ％

構 成 比 ％

構 成 比 ％

構 成 比 ％

構 成 比 ％

一
般

用

公
衆

浴
場

用

市
外

給
水

用

臨
時

用

計
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下　水　道　事　業
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１．沿　　　　　革

（１）摂津市の沿革と地形

（２）下水道の沿革年表　

－ 93 －



１．沿革

（１）摂津市の沿革と地形

昭和 年 月、町村合併促進法が施行されるにあたり、近隣 町 カ村（味舌町、鳥飼村、味生

村、三宅村の一部）が合併し、本市の前身である三島町（人口 人）が誕生した。合併

年後には人口は4万人を超え、昭和41年11月1日に摂津市として市制を施行した。

本市は、淀川右岸のいわゆる三島平野の西南部に位置し、西は大阪市や吹田市、北東部は茨

木市、高槻市、南は淀川を挟んで寝屋川市、守口市と接している。東西 ㎞、南北 ㎞、面積は

14.87㎢である。

市域は千里丘陵と淀川の沖積作用によって形成された平坦地であり、東西に淀川と安威川が

流れ、南北には安威川に流入する大正川、境川、山田川が流れている。

この地域は、淀川の水運や亀岡街道などにより古くから大阪と京都を結ぶ交通の要衝であ

り、現在もＪＲの東海道本線や東海道新幹線、阪急電鉄京都線、大阪モノレールなどの鉄道機

関をはじめ、近畿自動車道、大阪中央環状線、大阪高槻京都線、大阪高槻線などの幹線道路が

通っており、大阪北部の交通運輸の拠点となっている。

本市の下水道は、昭和 年に都市下水路事業として着手し、その後、昭和 年には市域全域

を安威川流域関連公共下水道事業に変更し今日に至っている。下水道の排除方式は安威川以北

の一部地域を除く大部分を合流方式、以南の地域を分流方式としている。

平成 年度末には安威川流域下水道茨木摂津雨水汚水幹線が完成し、本市域における流域下水

道幹線の整備は全て完了した。これ以降、末端管渠の整備促進を進め、令和 年度末の下水道人

口普及率は99.4％となっている。

雨水の面積整備率は、令和 年度末現在で ％になっている。令和 年度末に三箇牧鳥飼雨

水幹線、令和 年度末に東別府雨水幹線が完成し、令和 年度より東別府雨水幹線周辺地域の雨

水整備を進めており、市内の既存水路も活用しながら雨水排除が行われている。
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（２）下水道の沿革年表

昭和40年 都市下水路事業として計画決定と事業認可（292ha）取得

　　41年 味舌ポンプ場築造工事に着手（雨水φ1200㎜、φ900㎜×2、汚水φ400㎜、φ300㎜）

　　43年 味舌ポンプ場が完成し、正雀地区の浸水解消

　　44年 都市下水路千里幹線に着手

　　45年 千里幹線（国鉄（現ＪＲ西日本）東海道本線横断工事）が完成し、千里丘駅前地区の

浸水解消

都市下水路味舌幹線に着手

　　46年 都市下水路事業を公共下水道事業へ計画変更

　　49年 下水道使用料改定

鶴野第一排水区（鶴野土地区画整理区域約23ha）供用開始

公共下水道千里幹線に着手

　　50年 味舌ポンプ場を安威川流域下水道へ編入

　　51年 都市計画下水道の計画変更

（鳥飼東部土地区画整理区域内の排除方式を分流式に変更）

　　52年 千里幹線と八丁池水路を接続し、千里丘一丁目の浸水解消

　　53年 都市計画下水道の計画変更（安威川以南全域の排除方式を分流式に変更）

　　54年 味舌第二排水区（正雀三・四丁目）及び小坪井・昭和園地区供用開始

都市計画事業認可変更

（分流化に伴う鳥飼中部土地区画整理区域内の排除方式の変更）

　　56年 下水道使用料改定

小坪井土地区画整理、味舌第二排水区及び乙の辻・蔵垣内・太中地区供用開始

千里東蔵垣内幹線に着手

　　57年 桜町・学園町地区供用開始

鳥飼中部土地区画整理区域内の雨水整備完了

東正雀幹線に着手

摂津ポンプ場内のポンプ建設に着手

　　58年 摂津ポンプ場内のポンプ稼働

味舌第一排水区内の浸水解消のため、正雀ポンプ場（φ300㎜）建設に着手

　　59年 正雀ポンプ場稼働

味生水路排水機場（φ900㎜×2）建設に着手

鳥飼上ポンプ場（φ350㎜、φ150㎜）、水神木排水ポンプ場（φ300㎜）建設に着手

　　60年 鳥飼南水路（φ500㎜×2）、番頭目水路排水ポンプ(φ600㎜×2)建設に着手

鳥飼野々三丁目地内排水ポンプ（φ150㎜×2）建設に着手

　　61年 安威川以南の下水道整備（汚水）に着手

旧神崎川水路（別府）排水ポンプ（φ250㎜×2）建設に着手

　　62年 下水道使用料改定（平均改定率40.0％）

黒前水路排水ポンプ（φ150㎜×2）建設に着手

　　63年 正雀本町、三島、千里丘、千里丘東、香露園、南千里丘、鳥飼上、鳥飼中、鳥飼本町

地区供用開始

鳥飼上汚水幹線、鳥飼雨水幹線、鳥飼野々汚水幹線に着手

平成元年 庄屋、東正雀地区供用開始

味生排水機場ゲートポンプ増設

　　 2年 集中管理施設建設

安威川以南地域の雨水取水口建設
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　　 3年 鶴野第二排水区供用開始

鳥飼下、鳥飼新町地区供用開始

　　 4年 東別府汚水幹線に着手

鳥飼銘木町、鳥飼野々、鳥飼西地区供用開始

　　 6年 下水道使用料改定（平均改定率45.3％）

一津屋地区供用開始

人口普及率50％達成

　　 7年 別府、東一津屋地区供用開始

水循環・再生下水道モデル事業「ガランド水路親水整備事業」に着手

　　 8年 鳥飼和道地区供用開始

第8次7カ年下水道事業計画策定

　　 9年 北別府町、浜町地区供用開始

　　10年 下水道使用料改定（平均改定率47.3％、消費税5％転嫁）

「ガランド水路親水整備事業」完成

　　11年 摂津市公共事業再評価委員会による公共下水道事業の再評価を行い、事業継続実施の

評価を得る

集中豪雨に伴う下流河川の増水・せき上げにより、鳥飼野々三丁目地内において浸水

被害発生

　　12年 摂津ポンプ場内に鳥飼水路より取水施設完成

ガランド水路親水整備事業が建設大臣賞「甦る水100選」に選ばれる

　　13年 下水道使用料改定（平均改定率15.0％）

　　16年 下水道使用料改定（平均改定率12.5％）

摂津市合流式下水道緊急改善計画策定

　　18年 普及率算定方法を見直し、人口普及率96.0％へ変更

　　19年 下水道使用料改定（平均改定率5.5％）

　　24年 市街化調整区域40haのうち、汚水約12ha区域拡大

集中豪雨により、鶴野、正雀四丁目、東別府地域内等で浸水被害発生

　　26年 下水道使用料の消費税を8％に改定

　　28年 三箇牧鳥飼雨水幹線に着手

　　29年 地方公営企業法の全部を適用、上下水道事業の組織を統合し、公営企業会計を導入

　　30年 東別府雨水幹線に着手

大阪北部地震発生

令和元年 摂津市上下水道ビジョン及び摂津市下水道事業経営戦略策定

下水道使用料の消費税を10％に改定

　　 2年 三箇牧鳥飼雨水幹線完成

摂津市公共下水道ストックマネジメント計画策定

　　 4年 東別府雨水幹線完成

デザインマンホール設置

　　 5年 摂津市下水道総合地震対策計画策定

第一中学校、第三中学校、第四中学校の3校にマンホールトイレを各校10基、合計30基

設置

　　 6年 摂津市上下水道ビジョン及び下水道事業経営戦略（改定版）策定

摂津市公共下水道ストックマネジメント計画（第2期）策定

摂津市上下水道耐震化計画策定

第二中学校、千里丘小学校、味生小学校の3校にマンホールトイレを各校10基、合計30

基設置
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　　 3年 鶴野第二排水区供用開始

鳥飼下、鳥飼新町地区供用開始

　　 4年 東別府汚水幹線に着手

鳥飼銘木町、鳥飼野々、鳥飼西地区供用開始

　　 6年 下水道使用料改定（平均改定率45.3％）

一津屋地区供用開始

人口普及率50％達成

　　 7年 別府、東一津屋地区供用開始

水循環・再生下水道モデル事業「ガランド水路親水整備事業」に着手

　　 8年 鳥飼和道地区供用開始

第8次7カ年下水道事業計画策定

　　 9年 北別府町、浜町地区供用開始

　　10年 下水道使用料改定（平均改定率47.3％、消費税5％転嫁）

「ガランド水路親水整備事業」完成

　　11年 摂津市公共事業再評価委員会による公共下水道事業の再評価を行い、事業継続実施の

評価を得る

集中豪雨に伴う下流河川の増水・せき上げにより、鳥飼野々三丁目地内において浸水

被害発生

　　12年 摂津ポンプ場内に鳥飼水路より取水施設完成

ガランド水路親水整備事業が建設大臣賞「甦る水100選」に選ばれる

　　13年 下水道使用料改定（平均改定率15.0％）

　　16年 下水道使用料改定（平均改定率12.5％）

摂津市合流式下水道緊急改善計画策定

　　18年 普及率算定方法を見直し、人口普及率96.0％へ変更

　　19年 下水道使用料改定（平均改定率5.5％）

　　24年 市街化調整区域40haのうち、汚水約12ha区域拡大

集中豪雨により、鶴野、正雀四丁目、東別府地域内等で浸水被害発生

　　26年 下水道使用料の消費税を8％に改定

　　28年 三箇牧鳥飼雨水幹線に着手

　　29年 地方公営企業法の全部を適用、上下水道事業の組織を統合し、公営企業会計を導入

　　30年 東別府雨水幹線に着手

大阪北部地震発生

令和元年 摂津市上下水道ビジョン及び摂津市下水道事業経営戦略策定

下水道使用料の消費税を10％に改定

　　 2年 三箇牧鳥飼雨水幹線完成

摂津市公共下水道ストックマネジメント計画策定

　　 4年 東別府雨水幹線完成

デザインマンホール設置

　　 5年 摂津市下水道総合地震対策計画策定

第一中学校、第三中学校、第四中学校の3校にマンホールトイレを各校10基、合計30基

設置

　　 6年 摂津市上下水道ビジョン及び下水道事業経営戦略（改定版）策定

摂津市公共下水道ストックマネジメント計画（第2期）策定

摂津市上下水道耐震化計画策定

第二中学校、千里丘小学校、味生小学校の3校にマンホールトイレを各校10基、合計30

基設置

（２）公共下水道の普及状況

２．下水道計画と整備状況

（１）下水道全体計画　　　
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２．下水道計画と整備状況

（１）下水道全体計画

事業計画 全体計画

千里 市街化

千里丘東 市街化

三島 市街化

東正雀 市街化

味舌第一 市街化

味舌第二 市街化

岸部 鶴野第一 市街化

茨木吹田 鶴野第二 市街化

茨木摂津 茨木摂津 市街化

市街化

調整

小計

千里山田 味舌第三 市街化

市街化

調整

計

※計画人口は、全体計画＝事業計画とする。

人口（人） 備　考

千里

山田

摂津高槻 摂津高槻

合計

面積（ha）

小計

小計

流域幹線
集水区名

排水区名
処理分区名

区域
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（２）公共下水道の普及状況

○汚水整備の推移

行政区域
人口

処理可能区
域人口

水洗化
人口

下水道人口
普及率
(％)

水洗化率
（％）

処理区域
面積

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (Ｂ)/(Ａ) (Ｃ)/(Ｂ) （ha）
昭和

昭和

昭和

平成 合流
元 分流

合計
平成 合流

分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流

※ 合計
令和 合流

元 分流
合計

令和 合流
分流
合計

令和 合流
分流
合計

令和 合流
分流
合計

令和 合流
分流
合計

令和 合流
分流
合計

※　地方公営企業法適用開始年度

年度
排除形式

区分

合流

合流

合流、分流
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○雨水整備の推移

Ｈ15年度までの雨水計画

Ｈ16年度以降の雨水計画(Ｈ16.3味舌第三排水区・処理分区の創設により合流区域の一部を分流化)

※1　将来的に下水道整備を行う予定区域の面積

※2　概ね5～7年の間に具体的に事業を実施する予定区域の面積

整備済面積(ha) 雨水面積整備率(％) 雨水面積整備率(％)
ａ ａ／Ｂ ａ／Ａ

昭和

昭和

昭和

平成 合流
元 分流

合計
平成 合流

分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流

　※3 合計
令和 合流
元 分流

合計

年度 排除形式区分

合流

合流

合流、分流
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○雨水整備の推移

Ｈ15年度までの雨水計画

Ｈ16年度以降の雨水計画(Ｈ16.3味舌第三排水区・処理分区の創設により合流区域の一部を分流化)

※1　将来的に下水道整備を行う予定区域の面積

※2　概ね5～7年の間に具体的に事業を実施する予定区域の面積

整備済面積(ha) 雨水面積整備率(％) 雨水面積整備率(％)
ａ ａ／Ｂ ａ／Ａ

昭和

昭和

昭和

平成 合流
元 分流

合計
平成 合流

分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流
合計

平成 合流
分流

　※3 合計
令和 合流
元 分流

合計

年度 排除形式区分

合流

合流

合流、分流

整備済面積(ha) 雨水面積整備率(％) 雨水面積整備率(％)
ａ ａ／Ｂ ａ／Ａ

令和 合流
分流
合計

令和 合流
分流
合計

令和 合流
分流
合計

令和 合流
分流
合計

令和 合流
分流
合計

雨水排除率
令和 合流

分流
合計

※3　地方公営企業法適用開始年度

年度 排除形式区分
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（１）下水道管渠布設延長　　　　　　　　　

（２）下水道管渠布設延長、下水道人口普及率

及び雨水面積整備率の推移　　　

（３）合流・汚水区域　概要図　　　　　　　

（４）雨水区域　概要図　　　　　　　　　　

３．下　水　道　施　設
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３．下水道施設
（１）下水道管渠布設延長
○合流

排除方式

排水区・処理分区名 味舌第一 味舌第二 鶴野第一 鶴野第二

○分流

排除方式

排水区・処理分区名 茨木摂津 摂津高槻 計 茨木摂津

令和5年度

令和6年度

令和3年度

分流雨水 分流汚水

合                        流

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和5年度

令和6年度

令和4年度

令和2年度
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３．下水道施設
（１）下水道管渠布設延長
○合流

排除方式

排水区・処理分区名 味舌第一 味舌第二 鶴野第一 鶴野第二

○分流

排除方式

排水区・処理分区名 茨木摂津 摂津高槻 計 茨木摂津

令和5年度

令和6年度

令和3年度

分流雨水 分流汚水

合                        流

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和5年度

令和6年度

令和4年度

令和2年度

（単位：ｍ）

千里 三島 千里丘東 東正雀

（単位：ｍ）

摂津高槻 計

合流計

分流汚水
分流計 合流・分流合計

合                        流
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昭和 年 昭和 年 昭和 年 平成元年 平成 年 平成 年

（２）下水道管渠布設延長、下水道人口 普及率及び雨水面積整備率の推移
下水道管渠布設延長（分流汚水） 下水道管渠布設延長（分流雨水）（ｍ）
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昭和 年 昭和 年 昭和 年 平成元年 平成 年 平成 年

（２）下水道管渠布設延長、下水道人口 普及率及び雨水面積整備率の推移
下水道管渠布設延長（分流汚水） 下水道管渠布設延長（分流雨水）（ｍ）

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和 年 令和 年 令和 年

普及率及び雨水面積整備率の推移
下水道管渠布設延長（分流雨水） 下水道管渠布設延長（合流） 下水道人口普及率 雨水面積整備率

（％）

（地方公営企業法適用開始年度）
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（３）

流域摂津
ポンプ場
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４．財　　　　　政

（１）収益的収入及び支出

（２）資本的収入及び支出

（３）貸借対照表　　　　

（４）費用構成　　　　　

（５）企業債明細書　　　

（６）固定資産明細書　　

（７）汚水処理原価構成　
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４．財政

（１）収益的収入及び支出（税抜金額）

年　度　　　

　　　科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

営　業　収　益

下 水 道 使 用 料

受 託 事 業 収 益

他 会 計 負 担 金

そ の 他 営 業 収 益

営　業　外　収　益

建 物 物 件 収 益

他 会 計 負 担 金

長 期 前 受 金 戻 入

雑 収 益

　　　　　合　　　　　計

営　業　費　用

管 渠 費

受 託 事 業 費

普 及 促 進 費

業 務 費

総 係 費

流 域 下 水 道 管 理 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費 － －

営　業　外　費　用

支払利息及び企業債取扱諸費

雑 支 出

　　　　　合　　　　　計

　　（　　差　　　　　引　　） － －

令和2年度 令和3年度
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４．財政

（１）収益的収入及び支出（税抜金額）

年　度　　　

　　　科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

営　業　収　益

下 水 道 使 用 料

受 託 事 業 収 益

他 会 計 負 担 金

そ の 他 営 業 収 益

営　業　外　収　益

建 物 物 件 収 益

他 会 計 負 担 金

長 期 前 受 金 戻 入

雑 収 益

　　　　　合　　　　　計

営　業　費　用

管 渠 費

受 託 事 業 費

普 及 促 進 費

業 務 費

総 係 費

流 域 下 水 道 管 理 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費 － －

営　業　外　費　用

支払利息及び企業債取扱諸費

雑 支 出

　　　　　合　　　　　計

　　（　　差　　　　　引　　） － －

令和2年度 令和3年度

（単位：円、％）

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

－ － －

令和6年度令和4年度 令和5年度
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（２）資本的収入及び支出（税抜金額）

年　度　　　

　　　科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

企　業　債

企 業 債

他　会　計　負　担　金

他 会 計 負 担 金

他　会　計　補　助　金

他 会 計 補 助 金

負　担　金　等

公 債 費 負 担 金

受 益 者 負 担 金

工 事 負 担 金

国　庫　補　助　金

国 庫 補 助 金

長　期　貸　付　金　償　還　金

長 期 貸 付 金 償 還 金

　　　　　合　　　　　計

建　設　改　良　費

公 共 下 水 道 整 備 費

流 域 下 水 道 整 備 費

固 定 資 産 取 得 費 － －

企　業　債　償　還　金

企 業 債 償 還 金

長　期　貸　付　金 －

長 期 貸 付 金 －

　　　　　合　　　　　計

　　（　　差　　　　　引　　） △ 1,203,694,784 － △ 1,345,891,871 －

令和2年度 令和3年度
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（２）資本的収入及び支出（税抜金額）

年　度　　　

　　　科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

企　業　債

企 業 債

他　会　計　負　担　金

他 会 計 負 担 金

他　会　計　補　助　金

他 会 計 補 助 金

負　担　金　等

公 債 費 負 担 金

受 益 者 負 担 金

工 事 負 担 金

国　庫　補　助　金

国 庫 補 助 金

長　期　貸　付　金　償　還　金

長 期 貸 付 金 償 還 金

　　　　　合　　　　　計

建　設　改　良　費

公 共 下 水 道 整 備 費

流 域 下 水 道 整 備 費

固 定 資 産 取 得 費 － －

企　業　債　償　還　金

企 業 債 償 還 金

長　期　貸　付　金 －

長 期 貸 付 金 －

　　　　　合　　　　　計

　　（　　差　　　　　引　　） △ 1,203,694,784 － △ 1,345,891,871 －

令和2年度 令和3年度

（単位：円、％）

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

－ － －

－ － －

△ 1,439,197,060 － △ 1,372,163,202 － △ 1,152,041,206 －

令和6年度令和4年度 令和5年度
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(３）貸借対照表 （単位：円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1.固定資産

 (1)有形固定資産

　(イ) 土地

　(ロ) 建物

減価償却累計額 △ 4,760,200 △ 5,950,250 △ 7,140,300 △ 8,330,350 △ 9,520,400

　(ハ) 構築物

減価償却累計額 △ 7,028,462,299 △ 8,811,014,938 △ 10,596,047,401 △ 12,409,129,236 △ 14,225,270,612

　(ニ) 機械及び装置

減価償却累計額 △ 9,312,465 △ 12,158,169 △ 14,973,479 △ 17,600,031 △ 19,732,731

　(ホ) 車両運搬具

減価償却累計額 △ 188,558 △ 188,558 △ 188,558 △ 188,558 △ 188,558

　(ヘ)
工具、器具
及び備品

減価償却累計額 △ 1,026,720 △ 1,572,120 △ 2,117,520 △ 3,004,920 △ 4,209,125

　(ト) 建設仮勘定

 (2)無形固定資産

　(イ) 地上権

　(ロ) 施設利用権

 (3)投資その他の資産

　(イ) 長期貸付金

2.流動資産

 (1)現金預金

 (2)未収金

 　 貸倒引当金 △ 7,060,141 △ 6,639,440 △ 6,226,042 △ 3,260,000 △ 2,606,000

 (3)貯蔵品

区  分

合　　計
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(３）貸借対照表 （単位：円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1.固定資産

 (1)有形固定資産

　(イ) 土地

　(ロ) 建物

減価償却累計額 △ 4,760,200 △ 5,950,250 △ 7,140,300 △ 8,330,350 △ 9,520,400

　(ハ) 構築物

減価償却累計額 △ 7,028,462,299 △ 8,811,014,938 △ 10,596,047,401 △ 12,409,129,236 △ 14,225,270,612

　(ニ) 機械及び装置

減価償却累計額 △ 9,312,465 △ 12,158,169 △ 14,973,479 △ 17,600,031 △ 19,732,731

　(ホ) 車両運搬具

減価償却累計額 △ 188,558 △ 188,558 △ 188,558 △ 188,558 △ 188,558

　(ヘ)
工具、器具
及び備品

減価償却累計額 △ 1,026,720 △ 1,572,120 △ 2,117,520 △ 3,004,920 △ 4,209,125

　(ト) 建設仮勘定

 (2)無形固定資産

　(イ) 地上権

　(ロ) 施設利用権

 (3)投資その他の資産

　(イ) 長期貸付金

2.流動資産

 (1)現金預金

 (2)未収金

 　 貸倒引当金 △ 7,060,141 △ 6,639,440 △ 6,226,042 △ 3,260,000 △ 2,606,000

 (3)貯蔵品

区  分

合　　計

（単位：円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3.固定負債

 (1)企業債

 (2)引当金

4.流動負債

 (1)企業債

 (2)未払金

 (3)預り金

 (4)引当金

5.繰延収益

 (1)長期前受金

 　 収益化累計額 △ 3,523,891,267 △ 4,424,959,961 △ 5,327,339,795 △ 6,249,031,065 △ 7,171,104,859

　　 　負債合計

6.資本金

7.剰余金

 (1)資本剰余金

　(イ) 受贈財産評価額

　(ロ) 国庫補助金

　(ハ) 他会計補助金

　(ニ) 工事負担金

　(イ)
当年度未処分
利益剰余金

合　　計

 (2)利益剰余金

　　　　資本合計

区  分
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（５）企業債明細書 （単位：円）

※起債前貸から本債への切り替えによる発行額及び元金償還は除く。

（６）固定資産明細書（年度末償却未済高） （単位：円）

元金償還高累計 未償還残高
年度

元金償還高

令和4年度 令和5年度 令和6年度令和3年度
資産の種類

年度

発行総額
項目

機械及び装置

令和2年度

令和4年度

その他構築物

令和3年度

令和5年度

令和6年度

発行額

流域下水道
施設利用権

市役所本庁舎
施設利用権

工事積算システム等
利用権

無形固定資産合計

令和2年度

建設仮勘定

有形固定資産合計

地上権

施設利用権

車両運搬具

工具、器具及び備品

土地

建物

構築物

管路施設
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（１）経　営　比　率

５．業　務　概　要

－ 123 －



５．業務概要

（１）経営比率

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

下水道使用料 円

年間有収水量 ㎥

使用料単価 円/㎥

汚水処理費※ 円

うち維持管理費 円

うち資本費
(企業債利息＋減価償却費)

円

汚水処理原価※ 円/㎥

うち維持管理費 円/㎥

うち資本費
(企業債利息＋減価償却費)

円/㎥

経費回収率※ ％

うち維持管理費 ％

うち資本費
(企業債利息＋減価償却費)

％

構
成

比
率

自己資本構成比率 ％

経常収支比率 ％

総収支比率 ％

繰入金比率(収益的収入分) ％

繰入金比率(資本的収入分) ％

流動比率 ％

企業債残高対事業規模比率 ％

企業債償還元金対減価償却費比率 ％

累積欠損金比率 ％ － － － － －

資金不足比率 ％ △ 25.03 △ 27.16 △ 26.46 △ 24.13 △ 34.37

固定資産対長期資本比率 ％

有形固定資産減価償却率 ％

管渠老朽化率 ％

管渠改善率 ％

※分流式下水道等に要する経費を控除する前の数値を基に算出。

項　　目

業
　
務
　
分
　
析

財
　
務
　
分
　
析

老
朽
化
分
析
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５．業務概要

（１）経営比率

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

下水道使用料 円

年間有収水量 ㎥

使用料単価 円/㎥

汚水処理費※ 円

うち維持管理費 円

うち資本費
(企業債利息＋減価償却費)

円

汚水処理原価※ 円/㎥

うち維持管理費 円/㎥

うち資本費
(企業債利息＋減価償却費)

円/㎥

経費回収率※ ％

うち維持管理費 ％

うち資本費
(企業債利息＋減価償却費)

％

構
成

比
率

自己資本構成比率 ％

経常収支比率 ％

総収支比率 ％

繰入金比率(収益的収入分) ％

繰入金比率(資本的収入分) ％

流動比率 ％

企業債残高対事業規模比率 ％

企業債償還元金対減価償却費比率 ％

累積欠損金比率 ％ － － － － －

資金不足比率 ％ △ 25.03 △ 27.16 △ 26.46 △ 24.13 △ 34.37

固定資産対長期資本比率 ％

有形固定資産減価償却率 ％

管渠老朽化率 ％

管渠改善率 ％

※分流式下水道等に要する経費を控除する前の数値を基に算出。

項　　目

業
　
務
　
分
　
析

財
　
務
　
分
　
析

老
朽
化
分
析

公　　式 備　　考

汚水を処理するために、使用者が負担する使用料。

年度中に下水道使用料の徴収の対象となった水量。

有収水量1㎥当たりの下水道使用料収入。

下水道の管理に要する経費のうち、汚水に係る維持管理費及び資本
費の合計。

管渠費＋普及促進費＋業務費＋総係費＋流域下水道管理費＋雑支出
のうち汚水処理に係る分。

企業債利息＋減価償却費のうち汚水処理に係る分。

負債・資本合計における資本の割合を示し、高いほど経営の安定度
は高いが、企業債依存度の高い公営企業では低い傾向にある。

単年度の収支が黒字であることを示す100％以上となっていること
が必要である。

100％以上であると共に、総括原価における資産維持費相当額が利
益として確保されていることが望ましい。

短期債務に対して応ずべき流動資産が十分にあるかどうかを示し、
高いほど望ましい。

下水道使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の
規模を表す。

100％を超えると再投資を行うにあたり、企業債等の外部資金に頼
らざるを得ない。100％以下であれば財務的に安全である。

営業収益に対する累積欠損金(営業活動により生じた損失で、前年
度からの繰越利益剰余金等でも補填できず、複数年にわたり累積し
た欠損金のこと。)の状況を表す指標。

資金不足を事業規模である下水道使用料収入の規模と比較して、経
営状態の悪化度合いを示す。

固定資産がどれだけ自己資本及び固定負債（企業債）で調達されて
いるかを示し、100％以下で、かつ低いことが望ましい。

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいる
かを表す指標で、数値が高いほど、法定耐用年数に近い資産が多い
ことを示す。

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽
化度合を示している。

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新
ペースや状況を把握することが可能となる。

有収水量1㎥当たりの汚水処理費。
低い値ほど効率的で、事業体や使用者にとって望ましい。

使用料で回収すべき汚水処理費が、どの程度下水道使用料で賄われ
ているかを表す指標。原則として高い方が望ましく、100％を下
回っている場合、汚水処理費が下水道使用料収入で賄われていない
ことを意味する。

収益的収入、資本的収入における繰入金の依存度を表し、経営状況
の健全性、効率性を示す指標の一つである。

下水道使用料（円）

年間有収水量（㎥）

汚水処理費（円）※

年間有収水量（㎥）

汚水処理費（円）※のうち維持管理費

年間有収水量（㎥）

汚水処理費（円）※のうち資本費

年間有収水量（㎥）

使用料単価（円 ㎥）

汚水処理原価（円 ㎥）※
×

汚水処理費（円）※のうち維持管理費

汚水処理費（円）※
経費回収率※×

汚水処理費（円）※のうち資本費

汚水処理費（円）※
経費回収率※×

資本金（円）＋剰余金（円）＋繰延収益（円）

負債・資本合計（円）
×

経常収益（営業収益＋営業外収益）（千円）

経常費用（営業費用＋営業外費用）（千円）
×

総収益（円）

総費用（円）
×

他会計負担金（収益的収入）（千円）

収益的収入（千円）
×

他会計負担金 資本的収入 千円 ＋他会計補助金 千円

資本的収入 千円
×

流動資産（千円）

流動負債（千円）
×

企業債現在高合計 千円 －一般会計負担額 千円

営業収益 千円 －受託事業収益 千円 －雨水処理負担金 千円
×

企業債償還元金（円）

当年度減価償却費（円）
×

当年度未処理欠損金（千円）

営業収益（千円）－受託事業収益（千円）
×

流動負債 千円 －控除企業債等 千円 －流動資産 千円

営業収益（千円）－受託事業収益（千円）
×

固定資産 円

資本金 円 ＋剰余金 円 ＋固定負債 円 ＋繰延収益 円
×

有形固定資産減価償却累計額（千円）

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価（千円）
×

法定耐用年数を超過した管渠延長（㎞）

下水道管渠布設延長（㎞）
×

改善（更新・改良・修繕）管渠延長（㎞）

下水道管渠布設延長（㎞）
×
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度項　　目

企業債償還元金 ％

企業債利息 ％

企業債元利償還金 ％

職員給与費 ％

下水道使用料 千円/人

年間有収水量 千㎥/人

経常利益 千円/人

汚水処理費※ 円/人

うち維持管理費 円/人

うち資本費
(企業債利息＋減価償却費)

円/人

※分流式下水道等に要する経費を控除する前の数値を基に算出。

下
水
道
使
用
料
に
対
す
る
割
合

処
理
区
域
内
人
口

一
人
当
た
り

職
員
一
人
当
た
り
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度項　　目

企業債償還元金 ％

企業債利息 ％

企業債元利償還金 ％

職員給与費 ％

下水道使用料 千円/人

年間有収水量 千㎥/人

経常利益 千円/人

汚水処理費※ 円/人

うち維持管理費 円/人

うち資本費
(企業債利息＋減価償却費)

円/人

※分流式下水道等に要する経費を控除する前の数値を基に算出。

下
水
道
使
用
料
に
対
す
る
割
合

処
理
区
域
内
人
口

一
人
当
た
り

職
員
一
人
当
た
り

公　　式 備　　考

下水道使用料収入に対する企業債元金償還金の割合を示す。

下水道使用料収入に対する企業債利息の割合を示す。

下水道使用料収入に対する企業債元金償還金及び企業債利息の割合
を示す。

下水道使用料収入に対する損益勘定職員の給与費のうち汚水処理に
かかる分の割合を示す。

職員の労働生産性を下水道使用料収入の視点から示し、高いほど職
員一人当たりの生産性が高い。

職員の労働生産性を有収水量の視点から示し、高いほど職員一人当
たりの生産性が高い。

職員の労働生産性を利益の視点から示し、高いほど職員一人当たり
の生産性が高い。

使用者一人一人が年間に排出する汚水を処理するための費用。
下水道のコストを分かりやすく示している。

低額である方が効率的であると言えるが、放流先や地形などにもよ
る。

低額である方が効率的であると言えるが、放流先や地形などにもよ
る。

企業債元金償還金 下水道事業会計負担額 円

下水道使用料 円
×

企業債利息 下水道事業会計負担額 円

下水道使用料 円
×

企業債元利償還金 下水道事業会計負担額 円

下水道使用料 円
×

職員給与費（円）の汚水分

下水道使用料（円）
×

下水道使用料（千円）

職員数（人）

年間有収水量（千㎥）

損益勘定職員数（人）

経常利益（千円）

損益勘定職員数（人）

汚水処理費（円）※

処理区域内人口（人）

汚水処理費（円）※のうち維持管理費

処理区域内人口（人）

汚水処理費（円）※のうち資本費

処理区域内人口（人）
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（２）業務状況
年度

※分流式下水道等に要する経費を控除する前の数値を基に算出

令和5年度令和4年度令和2年度 令和3年度

行政区域内人口 人

処理区域内人口 人

水洗便所設置済人口 人

区分

水道水量 ㎥

水道水以外の水量 ㎥

汚水処理原価※ 円 ㎥

経費回収率※ ％

職員数 人

令和6年度

全体計画人口 人

下水道人口普及率 ％

使用料単価 円 ㎥

水洗化率 ％

下水道管渠布設延長 ｍ

年間総処理水量 ㎥

年間有収水量 ㎥

不明水量 ㎥

有収率 ％

総収益（税抜き） 円

総費用（税抜き） 円

純利益 △損失 円

汚水処理水量 ㎥

雨水処理水量 ㎥
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（２）業務状況
年度

※分流式下水道等に要する経費を控除する前の数値を基に算出

令和5年度令和4年度令和2年度 令和3年度

行政区域内人口 人

処理区域内人口 人

水洗便所設置済人口 人

区分

水道水量 ㎥

水道水以外の水量 ㎥

汚水処理原価※ 円 ㎥

経費回収率※ ％

職員数 人

令和6年度

全体計画人口 人

下水道人口普及率 ％

使用料単価 円 ㎥

水洗化率 ％

下水道管渠布設延長 ｍ

年間総処理水量 ㎥

年間有収水量 ㎥

不明水量 ㎥

有収率 ％

総収益（税抜き） 円

総費用（税抜き） 円

純利益 △損失 円

汚水処理水量 ㎥

雨水処理水量 ㎥

（３）管渠の調査状況　　

６．下水道施設の維持管理

（１）管渠の浚渫状況　　

（２）管渠の修繕状況　　

（４）悪質下水の規制基準
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６．下水道施設の維持管理

令和6年度

令和6年度

令和6年度

令和5年度

令和5年度

令和5年度

年度
令和3年度 令和4年度

下水道本管(ｍ)

汚水桝(箇所数)

雨水桝(箇所数)

令和2年度
内容

令和4年度

下水道本管修繕(箇所数)

年度

内容

マンホール修繕(箇所数)

マンホール蓋取替(箇所数)

下水道本管調査(ｍ)

（２）管渠の修繕状況

令和2年度 令和3年度 令和4年度

汚水取付管修繕(箇所数)

雨水取付管修繕(箇所数)

汚水桝修繕(箇所数)

（１）管渠の浚渫状況

（３）管渠の調査状況

年度

内容

汚水桝蓋修繕(箇所数)

雨水桝修繕(箇所数)

令和2年度 令和3年度
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６．下水道施設の維持管理

令和6年度

令和6年度

令和6年度

令和5年度

令和5年度

令和5年度

年度
令和3年度 令和4年度

下水道本管(ｍ)

汚水桝(箇所数)

雨水桝(箇所数)

令和2年度
内容

令和4年度

下水道本管修繕(箇所数)

年度

内容

マンホール修繕(箇所数)

マンホール蓋取替(箇所数)

下水道本管調査(ｍ)

（２）管渠の修繕状況

令和2年度 令和3年度 令和4年度

汚水取付管修繕(箇所数)

雨水取付管修繕(箇所数)

汚水桝修繕(箇所数)

（１）管渠の浚渫状況

（３）管渠の調査状況

年度

内容

汚水桝蓋修繕(箇所数)

雨水桝修繕(箇所数)

令和2年度 令和3年度

対　象　者

対 象 物 質 又 は 項 目 50㎥/日以上 30㎥/日以上 30㎥/日未満 50㎥/日以上 50㎥/日未満

㎎/L ０.０３以下 ０.０３以下 ０.０３以下 ０.０３以下 ０.０３以下

〃 １以下 １以下 １以下 １以下 １以下

〃 １以下 １以下 １以下 １以下 １以下

〃 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下

〃 ０.２以下 ０.２以下 ０.２以下 ０.２以下 ０.２以下

〃 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下

〃 ０.００５以下 ０.００５以下 ０.００５以下 ０.００５以下 ０.００５以下

〃 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

〃 ０.００３以下 ０.００３以下 ０.００３以下 ０.００３以下 ０.００３以下

〃 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下

〃 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下

〃 ０.２以下 ０.２以下 ０.２以下 ０.２以下 ０.２以下

〃 ０.０２以下 ０.０２以下 ０.０２以下 ０.０２以下 ０.０２以下

〃 ０.０４以下 ０.０４以下 ０.０４以下 ０.０４以下 ０.０４以下

〃 １以下 １以下 １以下 １以下 １以下

〃 ０.４以下 ０.４以下 ０.４以下 ０.４以下 ０.４以下

〃 ３以下 ３以下 ３以下 ３以下 ３以下

〃 ０.０６以下 ０.０６以下 ０.０６以下 ０.０６以下 ０.０６以下

〃 ０.０２以下 ０.０２以下 ０.０２以下 ０.０２以下 ０.０２以下

〃 ０.０６以下 ０.０６以下 ０.０６以下 ０.０６以下 ０.０６以下

〃 ０.０３以下 ０.０３以下 ０.０３以下 ０.０３以下 ０.０３以下

〃 ０.２以下 ０.２以下 ０.２以下 ０.２以下 ０.２以下

〃 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下

〃 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下

〃 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下

〃 ８以下 ８以下 ８以下 ８以下 ８以下

　１.４－ジオキサン 〃 ０.５以下 ０.５以下 ０.５以下 ０.５以下 ０.５以下

　ほう素及びその化合物

単　位

公 共 下 水 道 の 使 用 者

特 定 事 業 場 非 特 定 事 業 場

　１.３－ジクロロプロペン

　カドミウム及びその化合物

　チウラム

　チオベンカルブ

　水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

　シス－１.２－ジクロロエチレン

　テトラクロロエチレン

　１.２－ジクロロエタン

　１.１－ジクロロエチレン

　ポリ塩化ビフェニル

　ひ素及びその化合物

　アルキル水銀化合物

　ジクロロメタン

　ベンゼン

　シマジン

　四塩化炭素

　セレン及びその化合物

令和7年3月31日現在

　ふっ素及びその化合物

　１.１.１－トリクロロエタン

　トリクロロエチレン

　シアン化合物

　有機りん化合物

　鉛及びその化合物

　六価クロム化合物

　１.１.２－トリクロロエタン

（４）悪質下水の規制基準

   ○特定施設、除害施設の状況
       特定施設届出事業場：５４事業場
       除害施設届出事業場（特定事業場を除く）：７事業場
   〇規制基準
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対　象　者

対 象 物 質 又 は 項 目 50㎥/日以上 30㎥/日以上 30㎥/日未満 50㎥/日以上 50㎥/日未満

㎎/L ５以下 ５以下 ５以下 ５以下 ５以下

〃 ３以下 ３以下 ３以下 ３以下 ３以下

〃 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下

〃 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下

〃 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下

〃 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下

１０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下

３８０未満 ３８０未満 ３８０未満 ３８０未満 ３８０未満
（１２５未満） （１２５未満） （１２５未満） （１２５未満）

５超～９未満５超～９未満 ５超～９未満 ５超～９未満 ５超～９未満

(5.7超～8.7未
満）

(5.7超～8.7未
満）

(5.7超～8.7未
満）

(5.7超～8.7未
満）

６００未満 ６００未満 ６００未満 ６００未満 ６００未満
(３００未満）(３００未満） (３００未満） (３００未満）

６００未満 ６００未満 ６００未満 ６００未満 ６００未満
(３００未満）(３００未満） (３００未満） (３００未満）

①　５以下 ①　５以下

②　４以下 ②　４以下
　ノルマルヘキサン ③　３以下 ③　３以下

　抽出物質含有量 ①　３０以下 ①　３０以下

②　２０以下 ②　２０以下

③　１０以下 ③　１０以下

２４０未満 ２４０未満 ２４０未満 ２４０未満 ２４０未満
(１５０未満）(１５０未満） (１５０未満） (１５０未満）

３２未満 ３２未満 ３２未満 ３２未満 ３２未満
(２０未満） (２０未満） (２０未満） (２０未満）

４５未満 ４５未満 ４５未満 ４５未満 ４５未満
(４０未満） (４０未満）

㎎/L ２２０未満 ２２０未満 ２２０未満 ２２０未満 ２２０未満

― 支障ないこと 支障ないこと 支障ないこと 支障ないこと 支障ないこと

 ４．　　　　以外は、基準に適合した下水を排除するため除害施設を設置する必要がある。
　

５以下

３０以下

単　位

公 共 下 水 道 の 使 用 者

特 定 事 業 場 非 特 定 事 業 場

㎎/L

５以下 ５以下

３０以下

　マンガン及びその化合物（溶解性）

　クロム及びその化合物

 ３．　　　　内は、直罰による規制に係る排除基準である。

〃

　窒素含有量

　りん含有量

動植物油脂

℃

 ２.ノルマルヘキサン抽出物質については、1000㎥未満/日…①、 1000㎥以上～5000㎥未満/日…②、

　ダイオキシン類

３０以下

　生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

鉱油

〃

　亜鉛及びその化合物

　銅及びその化合物

　水素イオン濃度（ｐＨ）

　鉄及びその化合物（溶解性）

㎎/L

〃　浮遊物質量（ＳＳ）

　フェノール類

―

〃

   5000㎥以上/日…③の基準である。

 １.(  )内は、製造業又はガス供給業に適用する。
（備　考）

　温度

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒
素及び硝酸性窒素含有量

　よう素消費量

　色又は臭気
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対　象　者

対 象 物 質 又 は 項 目 50㎥/日以上 30㎥/日以上 30㎥/日未満 50㎥/日以上 50㎥/日未満

㎎/L ５以下 ５以下 ５以下 ５以下 ５以下

〃 ３以下 ３以下 ３以下 ３以下 ３以下

〃 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下

〃 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下

〃 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下

〃 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下 ２以下

１０以下 １０以下 １０以下 １０以下 １０以下

３８０未満 ３８０未満 ３８０未満 ３８０未満 ３８０未満
（１２５未満） （１２５未満） （１２５未満） （１２５未満）

５超～９未満５超～９未満 ５超～９未満 ５超～９未満 ５超～９未満

(5.7超～8.7未
満）

(5.7超～8.7未
満）

(5.7超～8.7未
満）

(5.7超～8.7未
満）

６００未満 ６００未満 ６００未満 ６００未満 ６００未満
(３００未満）(３００未満） (３００未満） (３００未満）

６００未満 ６００未満 ６００未満 ６００未満 ６００未満
(３００未満）(３００未満） (３００未満） (３００未満）

①　５以下 ①　５以下

②　４以下 ②　４以下
　ノルマルヘキサン ③　３以下 ③　３以下

　抽出物質含有量 ①　３０以下 ①　３０以下

②　２０以下 ②　２０以下

③　１０以下 ③　１０以下

２４０未満 ２４０未満 ２４０未満 ２４０未満 ２４０未満
(１５０未満）(１５０未満） (１５０未満） (１５０未満）

３２未満 ３２未満 ３２未満 ３２未満 ３２未満
(２０未満） (２０未満） (２０未満） (２０未満）

４５未満 ４５未満 ４５未満 ４５未満 ４５未満
(４０未満） (４０未満）

㎎/L ２２０未満 ２２０未満 ２２０未満 ２２０未満 ２２０未満

― 支障ないこと 支障ないこと 支障ないこと 支障ないこと 支障ないこと

 ４．　　　　以外は、基準に適合した下水を排除するため除害施設を設置する必要がある。
　

５以下

３０以下

単　位

公 共 下 水 道 の 使 用 者

特 定 事 業 場 非 特 定 事 業 場

㎎/L

５以下 ５以下

３０以下

　マンガン及びその化合物（溶解性）

　クロム及びその化合物

 ３．　　　　内は、直罰による規制に係る排除基準である。

〃

　窒素含有量

　りん含有量

動植物油脂

℃

 ２.ノルマルヘキサン抽出物質については、1000㎥未満/日…①、 1000㎥以上～5000㎥未満/日…②、

　ダイオキシン類

３０以下

　生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

鉱油

〃

　亜鉛及びその化合物

　銅及びその化合物

　水素イオン濃度（ｐＨ）

　鉄及びその化合物（溶解性）

㎎/L

〃　浮遊物質量（ＳＳ）

　フェノール類

―

〃

   5000㎥以上/日…③の基準である。

 １.(  )内は、製造業又はガス供給業に適用する。
（備　考）

　温度

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒
素及び硝酸性窒素含有量

　よう素消費量

　色又は臭気

７．水 洗 化 の 普 及 促 進

（１）水洗便所改造資金貸付制度　　

（２）水洗便所改造助成制度　　　　

（３）年度別排水設備工事検査済状況
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７．水洗化の普及促進

 （１）水洗便所改造資金貸付制度

　○根拠条例
　　摂津市水洗便所改造資金貸付条例（昭和49年摂津市条例第5号）

　○制度概要
　　貸付を受ける者の資格
　　　　　ア．法人でないこと
　　　　　イ．市税及び下水道事業受益者負担金を完納していること
　　　　　ウ．貸付けを受けた資金の償還能力があること
　　　　　エ．連帯保証人が1名以上あること
　　　　　オ．連帯保証人は、大阪府内に居住し、独立して生計を営み、
　　　　　　　貸付金の弁済が可能であること

　　貸付額
　　　くみとり便所を水洗便所に改造するとき、1件につき300,000円まで
　　　浄化槽を廃止して、公共下水道に直結するとき、1件につき250,000円まで

　　償還方法
　　　36か月償還（無利子）

　○貸付状況
（単位：円）

年度 件数 金額
令和　　 2
　　　　 3
　　　　 4
　　　　 5
　　　　 6

合計

 （２）水洗便所改造助成制度

　○根拠規程
　　摂津市水洗便所改造助成金交付規程（平成29年摂津市企業規程第11号）

　○制度概要
　　助成を受ける者の資格
　　　下水道事業受益者負担金を完納していること

　　助成額
　　　改造工事1件につき、5,000円
　　　生活保護受給者に対しては改造工事費の全額を助成

　○助成状況
（単位：円）

年度 件数 金額
令和　　 2
　　　　 3
　　　　 4
　　　　 5
　　　　 6

合計
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７．水洗化の普及促進

 （１）水洗便所改造資金貸付制度

　○根拠条例
　　摂津市水洗便所改造資金貸付条例（昭和49年摂津市条例第5号）

　○制度概要
　　貸付を受ける者の資格
　　　　　ア．法人でないこと
　　　　　イ．市税及び下水道事業受益者負担金を完納していること
　　　　　ウ．貸付けを受けた資金の償還能力があること
　　　　　エ．連帯保証人が1名以上あること
　　　　　オ．連帯保証人は、大阪府内に居住し、独立して生計を営み、
　　　　　　　貸付金の弁済が可能であること

　　貸付額
　　　くみとり便所を水洗便所に改造するとき、1件につき300,000円まで
　　　浄化槽を廃止して、公共下水道に直結するとき、1件につき250,000円まで

　　償還方法
　　　36か月償還（無利子）

　○貸付状況
（単位：円）

年度 件数 金額
令和　　 2
　　　　 3
　　　　 4
　　　　 5
　　　　 6

合計

 （２）水洗便所改造助成制度

　○根拠規程
　　摂津市水洗便所改造助成金交付規程（平成29年摂津市企業規程第11号）

　○制度概要
　　助成を受ける者の資格
　　　下水道事業受益者負担金を完納していること

　　助成額
　　　改造工事1件につき、5,000円
　　　生活保護受給者に対しては改造工事費の全額を助成

　○助成状況
（単位：円）

年度 件数 金額
令和　　 2
　　　　 3
　　　　 4
　　　　 5
　　　　 6

合計

 （３）年度別排水設備工事検査済状況

（単位：件）

区　分　

　月　別

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

新　　築 改　　造 合　　計

－ 135 －





（２）不納欠損金　　　　　　　

（３）用途別使用水量及び使用料

（４）下水道事業受益者負担金　

（１）使用料調定金額と有収水量

８．下 水 道 使 用 料 等
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８．下水道使用料等

（１）使用料調定金額と有収水量
（税抜金額）

項目

年度

○調定金額、汚水処理水量、有収水量の推移

調定金額(円) 汚水処理水量(㎥) 有収水量(㎥) 有収率(％)

令和6年度

令和4年度

令和2年度

令和3年度

令和5年度

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

調定金額 百万円 汚水処理水量 千㎥ 有収水量 千㎥

百万円
千㎥

－ 138 －



８．下水道使用料等

（１）使用料調定金額と有収水量
（税抜金額）

項目

年度

○調定金額、汚水処理水量、有収水量の推移

調定金額(円) 汚水処理水量(㎥) 有収水量(㎥) 有収率(％)

令和6年度

令和4年度

令和2年度

令和3年度

令和5年度

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

調定金額 百万円 汚水処理水量 千㎥ 有収水量 千㎥

百万円
千㎥

（
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損
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（４）下水道事業受益者負担金

　○根拠法令
　　都市計画法第75条（昭和43年法律第100号）
　　摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和47年摂津市条例第24号）

　○制度概要
　　公共下水道に要する費用の一部を充当
　　受益者
　　　公共下水道整備区域内の土地の所有者又は権利者
　　単位負担金額
　　　土地の面積1㎡につき97円～920円
　　納付方法
　　　3年分割（年2回の計6回）で納付、又は一括納付（3年分全額）
　　納期
　　　毎年度9月末日、2月末日
　　前納報奨金
　　　全負担金額×5％（初年度9月末日までに一括納付した者に限る）
　　徴収猶予
　　　受益者が災害や盗難により被害を受け、負担金を納付することが困難である場合等
　　減免措置
　　　公用又は公共に供している土地、公の生活扶助を受けている者等

○摂津市公共下水道事業負担区一覧表
　負担金算出式：1㎡当たり負担金額＝事業費の予定額×負担率1/5÷負担区面積

（単位：円）

※鳥飼八町負担区は市街化調整区域であるため、負担金額に都市計画税相当額を含む

○下水道受益者負担金収納状況 （単位：円、％）

〇不納欠損金
年度

理由 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

令和3年度

昭和48年5月28日
昭和54年8月22日
昭和61年3月31日

令和4年度 令和5年度 令和6年度

昭和62年7月27日
昭和63年9月30日
平成3年3月30日
平成3年3月30日
平成31年4月1日

令和2年度 令和3年度

本 人 死 亡

合 計

負担区名

味舌
鶴野第一
小坪井
千里

三島千里丘東
鶴野第二
東正雀

転 居 先 不 明

会 社 倒 産 等

桜町
摂津南

鳥飼八町

負担区面積
1㎡当たり
負担金額

収入済額 収入未済額 期日未到来額

令和6年度

収納率

令和2年度

年度 賦課額

令和5年度

告示年月日

令和4年度

昭和62年7月27日

昭和47年5月23日

事業費の予定額
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３．大阪府内市町村　　

４．大阪府内市町村　　

　　下水道使用料比較表

　　水道料金比較表　　

１．水道料金の変遷　　

２．下水道使用料の変遷

資　 　　 料
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（４）下水道事業受益者負担金

　○根拠法令
　　都市計画法第75条（昭和43年法律第100号）
　　摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和47年摂津市条例第24号）

　○制度概要
　　公共下水道に要する費用の一部を充当
　　受益者
　　　公共下水道整備区域内の土地の所有者又は権利者
　　単位負担金額
　　　土地の面積1㎡につき97円～920円
　　納付方法
　　　3年分割（年2回の計6回）で納付、又は一括納付（3年分全額）
　　納期
　　　毎年度9月末日、2月末日
　　前納報奨金
　　　全負担金額×5％（初年度9月末日までに一括納付した者に限る）
　　徴収猶予
　　　受益者が災害や盗難により被害を受け、負担金を納付することが困難である場合等
　　減免措置
　　　公用又は公共に供している土地、公の生活扶助を受けている者等

○摂津市公共下水道事業負担区一覧表
　負担金算出式：1㎡当たり負担金額＝事業費の予定額×負担率1/5÷負担区面積

（単位：円）

※鳥飼八町負担区は市街化調整区域であるため、負担金額に都市計画税相当額を含む

○下水道受益者負担金収納状況 （単位：円、％）

〇不納欠損金
年度

理由 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

令和3年度

昭和48年5月28日
昭和54年8月22日
昭和61年3月31日

令和4年度 令和5年度 令和6年度

昭和62年7月27日
昭和63年9月30日
平成3年3月30日
平成3年3月30日
平成31年4月1日

令和2年度 令和3年度

本 人 死 亡

合 計

負担区名

味舌
鶴野第一
小坪井
千里

三島千里丘東
鶴野第二
東正雀

転 居 先 不 明

会 社 倒 産 等

桜町
摂津南

鳥飼八町

負担区面積
1㎡当たり
負担金額

収入済額 収入未済額 期日未到来額

令和6年度

収納率

令和2年度

年度 賦課額

令和5年度

告示年月日

令和4年度

昭和62年7月27日

昭和47年5月23日

事業費の予定額

１．水道料金の変遷

270円

330円

350円

3,500円

3,500円

用　　途
水　量

　　㎥

用　　途
料　金

一 般 家 庭

料金
円

メーター取替準備金

口径

円 円

料金
円 円 円

無 料 無 料

口径

円円 円 円 円 円

口径

料金

円 円

湯 屋 用

共 同

一 戸 に つ き

臨 時 用

円

営 業 用

事 業 所 用

公 共 用

40円

40円

40円

円

娯 楽 用

円

メーター取替準備金

円 円 円

口径

料金

一 般 家 庭

営 業 用

事 業 所 用

公 共 用

湯 屋 用

共 同

一 戸 に つ き

臨 時 用

8,400円

270円

330円

700円

33円

35円

70円

超過料
金 1㎥
につき

基本料金

(1か月につき)

25円

水　量 料　金

　　㎥

250円

25円

25円

20円

23円

超過料
金 1㎥
につき

昭 和 4 1 年 4 月 1 日 改 正

35円

基本料金

(1か月につき)

昭 和 3 2 年 4 月 1 日 改 正

30円

10円

230円

1,000円

250円

2,500円

2,500円

6,000円

1,000円

28円
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メーター取替準備金

廃　　止

公衆浴場用  300㎥まで8,400円  301㎥　以上1㎥　につき　 35円

臨　時　用 　10㎥まで1,800円 　11㎥　以上1㎥　につき　180円

200㎜ 96,500円 

150㎜ 48,000円 

100㎜ 17,500円 

90円 110円 130円 
75㎜ 9,000円 

45円 45円 55円 75円 

 につき  につき  につき
50㎜ 3,500円 

 につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 2,000円 

25㎜ 400円 

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）
　8㎥　まで　270円

20㎜以下  10㎥　まで　400円

以上

まで まで まで まで まで まで

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 1,000㎥

  51㎥ 101㎥

以上 以上 以上 以上 以上 以上 1,001㎥

昭 和 5 1 年 6 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥  21㎥  31㎥
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メーター取替準備金

廃　　止

公衆浴場用  300㎥まで8,400円  301㎥　以上1㎥　につき　 35円

臨　時　用 　10㎥まで1,800円 　11㎥　以上1㎥　につき　180円

200㎜ 96,500円 

150㎜ 48,000円 

100㎜ 17,500円 

90円 110円 130円 
75㎜ 9,000円 

45円 45円 55円 75円 

 につき  につき  につき
50㎜ 3,500円 

 につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 2,000円 

25㎜ 400円 

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）
　8㎥　まで　270円

20㎜以下  10㎥　まで　400円

以上

まで まで まで まで まで まで

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 1,000㎥

  51㎥ 101㎥

以上 以上 以上 以上 以上 以上 1,001㎥

昭 和 5 1 年 6 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥  21㎥  31㎥

公衆浴場用  300㎥まで9,500円  301㎥　以上1㎥　につき　 50円

臨　時　用 　10㎥まで4,000円 　11㎥　以上1㎥　につき　400円

200㎜ 193,000円 

150㎜ 96,000円 

100㎜ 35,000円 

180円 220円 250円 
75㎜ 17,500円 

75円 75円 90円 140円 

 につき  につき  につき
50㎜ 7,000円 

 につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 4,000円 

25㎜ 700円 

 10㎥　まで　600円

一
般
用

20㎜以下

　8㎥　まで　400円

まで まで まで まで まで まで

以上 1,001㎥

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 1,000㎥ 以上

 21㎥  31㎥   51㎥ 101㎥

以上 以上 以上 以上 以上

昭 和 5 6 年 4 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥
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公衆浴場用  300㎥まで15,000円  301㎥　以上1㎥　につき　 65円

臨　時　用 　10㎥まで 5,000円 　11㎥　以上1㎥　につき　500円

200㎜ 250,000円 

150㎜ 120,000円 

100㎜ 44,000円 

220円 250円 280円 
75㎜ 22,000円 

100円 100円 120円 170円 

 につき  につき  につき
50㎜ 8,000円 

 につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 4,500円 

25㎜ 1,000円 

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）
　8㎥　まで　600円

20㎜以下  10㎥　まで　800円

以上

まで まで まで まで まで まで

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 1,000㎥

  51㎥ 101㎥

以上 以上 以上 以上 以上 以上 1,001㎥

昭 和 6 1 年 1 0 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥  21㎥  31㎥
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公衆浴場用  300㎥まで15,000円  301㎥　以上1㎥　につき　 65円

臨　時　用 　10㎥まで 5,000円 　11㎥　以上1㎥　につき　500円

200㎜ 250,000円 

150㎜ 120,000円 

100㎜ 44,000円 

220円 250円 280円 
75㎜ 22,000円 

100円 100円 120円 170円 

 につき  につき  につき
50㎜ 8,000円 

 につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 4,500円 

25㎜ 1,000円 

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）
　8㎥　まで　600円

20㎜以下  10㎥　まで　800円

以上

まで まで まで まで まで まで

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 1,000㎥

  51㎥ 101㎥

以上 以上 以上 以上 以上 以上 1,001㎥

昭 和 6 1 年 1 0 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥  21㎥  31㎥

平成10年6月1日改定

※上記の表に100分の105を乗じて得た額

公衆浴場用  300㎥まで15,000円  301㎥　以上1㎥　につき　 75円

臨　時　用 　10㎥まで 7,000円 　11㎥　以上1㎥　につき　700円

200㎜ 310,000円 

150㎜ 150,000円 

100㎜ 56,000円 

290円 330円 370円 
75㎜ 28,000円 

130円 130円 155円 225円 

 につき  につき  につき
50㎜ 10,000円 

 につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 5,600円 

25㎜ 1,400円 

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）
　8㎥　まで　750円

20㎜以下  10㎥　まで1,000円

以上

まで まで まで まで まで まで

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 1,000㎥

  51㎥ 101㎥

以上 以上 以上 以上 以上 以上 1,001㎥

平 成 6 年 4 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥  21㎥  31㎥
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※上記の表に100分の105を乗じて得た額

公衆浴場用  300㎥まで15,000円  301㎥　以上1㎥　につき　 75円

臨　時　用 　10㎥まで 8,000円 　11㎥　以上1㎥　につき　800円

200㎜ 320,000円 

150㎜ 160,000円 

100㎜ 60,000円 

390円 420円 
75㎜ 31,000円 

150円 150円 180円 260円 335円 375円 

 につき  につき  につき  につき
50㎜ 11,500円 

 につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 6,500円 

25㎜ 1,400円 

20㎜以下  10㎥　まで1,140円

まで

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）
　8㎥　まで　840円

まで まで まで まで まで まで

以上 1,001㎥

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 500㎥ 1,000㎥ 以上

  51㎥ 101㎥ 501㎥

以上 以上 以上 以上 以上 以上

平 成 1 4 年 4 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥  21㎥  31㎥

※上記の表に100分の105を乗じて得た額

臨　時　用 　10㎥まで 8,000円 　11㎥　以上1㎥　につき　800円

1㎥ 1㎥

につき につき

150円 220円 

一般公衆浴場用  300㎥まで15,000円  301㎥　以上1㎥　につき　 75円

㎥以上 ㎥以上

㎥まで

200㎜ 320,000円 

150㎜ 160,000円 

100㎜ 60,000円 

335円 375円 390円 
75㎜ 31,000円 

150円 150円 180円 260円 

 につき 1㎥につき

420円 

 1㎥

50㎜ 11,500円 
 につき  につき  につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 6,500円 

25㎜ 1,400円 

1,140円 
20㎜以下

　10㎥まで

840円 

まで

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）

　8㎥まで

まで まで まで まで まで まで

以上 1,001㎥

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 500㎥ 1,000㎥ 以上

  51㎥ 101㎥ 501㎥

以上 以上 以上 以上 以上 以上

平 成 1 6 年 4 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥  21㎥  31㎥
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※上記の表に100分の105を乗じて得た額

公衆浴場用  300㎥まで15,000円  301㎥　以上1㎥　につき　 75円

臨　時　用 　10㎥まで 8,000円 　11㎥　以上1㎥　につき　800円

200㎜ 320,000円 

150㎜ 160,000円 

100㎜ 60,000円 

390円 420円 
75㎜ 31,000円 

150円 150円 180円 260円 335円 375円 

 につき  につき  につき  につき
50㎜ 11,500円 

 につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 6,500円 

25㎜ 1,400円 

20㎜以下  10㎥　まで1,140円

まで

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）
　8㎥　まで　840円

まで まで まで まで まで まで

以上 1,001㎥

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 500㎥ 1,000㎥ 以上

  51㎥ 101㎥ 501㎥

以上 以上 以上 以上 以上 以上

平 成 1 4 年 4 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥  21㎥  31㎥

※上記の表に100分の105を乗じて得た額

臨　時　用 　10㎥まで 8,000円 　11㎥　以上1㎥　につき　800円

1㎥ 1㎥

につき につき

150円 220円 

一般公衆浴場用  300㎥まで15,000円  301㎥　以上1㎥　につき　 75円

㎥以上 ㎥以上

㎥まで

200㎜ 320,000円 

150㎜ 160,000円 

100㎜ 60,000円 

335円 375円 390円 
75㎜ 31,000円 

150円 150円 180円 260円 

 につき 1㎥につき

420円 

 1㎥

50㎜ 11,500円 
 につき  につき  につき  につき  につき  につき

 1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥  1㎥
40㎜ 6,500円 

25㎜ 1,400円 

1,140円 
20㎜以下

　10㎥まで

840円 

まで

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）

　8㎥まで

まで まで まで まで まで まで

以上 1,001㎥

 10㎥  20㎥  30㎥  50㎥  100㎥ 500㎥ 1,000㎥ 以上

  51㎥ 101㎥ 501㎥

以上 以上 以上 以上 以上 以上

平 成 1 6 年 4 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

１　か　月　に　つ　き

基本料金

従　　量　　料　　金

  1㎥  11㎥  21㎥  31㎥
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※上記の表に100分の105を乗じて得た額

臨
時
用

－
10㎥まで
　8,000円

－ 10㎥を超える分　　　　　800円

75円 150円 220円 

㎥まで

の 分

㎥ を

1,000㎥ 超 え 超 え

までの分 る 分

一
般
公
衆
浴
場
用

－
300㎥まで
　15,000円

－

300㎥

を超え ㎥ を

200㎜ 320,000円 

150㎜ 160,000円 

100㎜ 60,000円 

75㎜ 31,000円 

175円 255円 330円 370円 385円 415円50㎜ 11,500円 145円 145円

40㎜ 6,500円 

25㎜ 1,400円 

20㎜以下
700円 

　6㎥まで
－ 65円 145円

分 分 分

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）

分 分 分 分 分

1,000㎥

分 までの までの までの までの までの までの までの までの

を超え
  1,000㎥
  を超える分

までの 8㎥ 10㎥ 20㎥ 30㎥ 50㎥ 100㎥ 500㎥

500㎥

6㎥ を超え を超え を超え を超え を超え を超え を超え

8㎥ 10㎥ 20㎥ 30㎥ 50㎥ 100㎥

平 成 1 9 年 1 0 月 1 日 改 定

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

基本料金
(１か月につ

き)

従　　量　　料　　金　（１か月１㎥につき）

6㎥

※上記の表に100分の105を乗じて得た額

平成26年４月１日改定

※上記の表に100分の108を乗じて得た額

令和元年10月１日改定

※上記の表に100分の110を乗じて得た額

臨
時
用

－
10㎥まで
　8,000円

－ 10㎥を超える分　　　　　800円

75円 150円 220円 

㎥まで

の 分

㎥ を

1,000㎥ 超 え 超 え

までの分 る 分

一
般
公
衆
浴
場
用

－
300㎥まで
　15,000円

－

300㎥

を超え ㎥ を

200㎜ 316,000円 

150㎜ 158,000円 

100㎜ 59,200円 

370円 385円 415円

75㎜ 30,600円 

50㎜ 11,300円 139円 145円 175円 255円 330円

40㎜ 6,400円 

25㎜ 1,380円 

20㎜以下
680円 

　6㎥まで
－ 59円 139円

分

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）

までの までの

分 分 分 分 分 分 分

100㎥ 500㎥ 1,000㎥

分 までの までの までの までの までの までの

を超え を超え を超え
　1,000㎥
　を超える分

までの 8㎥ 10㎥ 20㎥ 30㎥ 50㎥

50㎥ 100㎥ 500㎥

6㎥ を超え を超え を超え を超え を超え

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

基本料金
(１か月につ

き)

従　　量　　料　　金　（１か月１㎥につき）

6㎥ 8㎥ 10㎥ 20㎥ 30㎥

平 成 2 2 年 1 0 月 1 日 改 定

－ 150 －



※上記の表に100分の105を乗じて得た額

平成26年４月１日改定

※上記の表に100分の108を乗じて得た額

令和元年10月１日改定

※上記の表に100分の110を乗じて得た額

臨
時
用

－
10㎥まで
　8,000円

－ 10㎥を超える分　　　　　800円

75円 150円 220円 

㎥まで

の 分

㎥ を

1,000㎥ 超 え 超 え

までの分 る 分

一
般
公
衆
浴
場
用

－
300㎥まで
　15,000円

－

300㎥

を超え ㎥ を

200㎜ 316,000円 

150㎜ 158,000円 

100㎜ 59,200円 

370円 385円 415円

75㎜ 30,600円 

50㎜ 11,300円 139円 145円 175円 255円 330円

40㎜ 6,400円 

25㎜ 1,380円 

20㎜以下
680円 

　6㎥まで
－ 59円 139円

分

一
般
用

家事共用
（一戸につ

き）

までの までの

分 分 分 分 分 分 分

100㎥ 500㎥ 1,000㎥

分 までの までの までの までの までの までの

を超え を超え を超え
　1,000㎥
　を超える分

までの 8㎥ 10㎥ 20㎥ 30㎥ 50㎥

50㎥ 100㎥ 500㎥

6㎥ を超え を超え を超え を超え を超え

区
　
　
　
分

メーター
の 口 径

基本料金
(１か月につ

き)

従　　量　　料　　金　（１か月１㎥につき）

6㎥ 8㎥ 10㎥ 20㎥ 30㎥

平 成 2 2 年 1 0 月 1 日 改 定

－ 151 －



２．下水道使用料の変遷

用
途

一
般
用

一
般
公
衆
浴
場
用

10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

一
般
用

30円 35円 40円 45円

一
般
公
衆
浴
場
用

10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

一
般
用

40円 50円 55円 65円

一
般
公
衆
浴
場
用

昭　和　６１　年　１０　月　１　日　改　定

用
途

基本料金
（１か月につき）

従量料金（１か月１㎥につき）

100㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

1,000㎥
を超える分

 8㎥まで
　280円
10㎥まで
　350円

70円 85円

－ 1㎥につき　14円

昭　和　４９　年　４　月　１　日　改　定

基本料金
（１か月につき）

昭　和　５６　年　４　月　１　日　改　定

用
途

基本料金
（１か月につき）

従量料金（１か月１㎥につき）

100㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

1,000㎥
を超える分

－

－ 1㎥につき　10円

1㎥につき　15円

従量料金（１か月につき）

 8㎥まで
　200円
10㎥まで
　250円

50円 60円

－ 1㎥につき　10円

－ 152 －



２．下水道使用料の変遷

用
途

一
般
用

一
般
公
衆
浴
場
用

10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

一
般
用

30円 35円 40円 45円

一
般
公
衆
浴
場
用

10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

一
般
用

40円 50円 55円 65円

一
般
公
衆
浴
場
用

昭　和　６１　年　１０　月　１　日　改　定

用
途

基本料金
（１か月につき）

従量料金（１か月１㎥につき）

100㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

1,000㎥
を超える分

 8㎥まで
　280円
10㎥まで
　350円

70円 85円

－ 1㎥につき　14円

昭　和　４９　年　４　月　１　日　改　定

基本料金
（１か月につき）

昭　和　５６　年　４　月　１　日　改　定

用
途

基本料金
（１か月につき）

従量料金（１か月１㎥につき）

100㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

1,000㎥
を超える分

－

－ 1㎥につき　10円

1㎥につき　15円

従量料金（１か月につき）

 8㎥まで
　200円
10㎥まで
　250円

50円 60円

－ 1㎥につき　10円

10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

一
般
用

55円 70円 80円 95円

一
般
公
衆
浴
場
用

10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

一
般
用

80円 100円 115円 140円

一
般
公
衆
浴
場
用

　　※上記の表に100分の105を乗じて得た額

10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

一
般
用

92円 115円 132円 160円

一
般
公
衆
浴
場
用

　　※上記の表に100分の105を乗じて得た額

平　成　１３　年　４　月　１　日　改　定

用
途

基本料金
（１か月につき）

従量料金（１か月１㎥につき）

1,000㎥
を超える分

 8㎥まで
　690円
10㎥まで
　860円

213円

－

100㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

178円

1㎥につき　25円

平　成　１０　年　６　月　１　日　改　定

用
途

基本料金
（１か月につき）

従量料金（１か月１㎥につき）

100㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

1,000㎥
を超える分

 8㎥まで
　600円
10㎥まで
　750円

155円 185円

－ 1㎥につき　22円

平　成　６　年　４　月　１　日　改　定

用
途

基本料金
（１か月につき）

従量料金（１か月１㎥につき）

100㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

1,000㎥
を超える分

 8㎥まで
　400円
10㎥まで
　500円

105円 125円

－ 1㎥につき　20円

－ 153 －



10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

100㎥
を超え
500㎥
までの
分

500㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

一
般
用

101円 126円 145円 178円 195円 201円

一
般
公
衆
浴
場
用

1,000㎥
を超え
2,000㎥
までの分

　78円

2,000㎥
を超える
分

 130円

　　※上記の表に100分の105を乗じて得た額

6㎥
までの
分

6㎥
を超え
10㎥

までの
分

10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

100㎥
を超え
500㎥
までの
分

500㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

一
般
用

6㎥まで
　570円

－ 95円 114円 144円 166円 185円 205円 215円

一
般
公
衆
浴
場
用

－

1,000㎥
を超え
2,000㎥
までの分

　78円

2,000㎥
を超える
分

 130円

　　※上記の表に100分の105を乗じて得た額

平成２６年４月１日改定

　　※上記の表に100分の108を乗じて得た額

令和元年１０月１日改定

　　※上記の表に100分の110を乗じて得た額

1,000㎥までの分　26円

平　成　１６　年　４　月　１　日　改　定

用
途 1,000㎥

を超える分

245円

基本料金
（１か月につき）

 8㎥まで
　760円
10㎥まで
　950円

用
途

基本料金
（１か月に
つき）

従量料金（１か月１㎥につき）

平　成　１９　年　１０　月　１　日　改　定

1,000㎥
を超える分

260円

1,000㎥までの分　26円－

従量料金（１か月１㎥につき）

－ 154 －



10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

100㎥
を超え
500㎥
までの
分

500㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

一
般
用

101円 126円 145円 178円 195円 201円

一
般
公
衆
浴
場
用

1,000㎥
を超え
2,000㎥
までの分

　78円

2,000㎥
を超える
分

 130円

　　※上記の表に100分の105を乗じて得た額

6㎥
までの
分

6㎥
を超え
10㎥

までの
分

10㎥
を超え
20㎥

までの
分

20㎥
を超え
30㎥

までの
分

30㎥
を超え
50㎥

までの
分

50㎥
を超え
100㎥
までの
分

100㎥
を超え
500㎥
までの
分

500㎥
を超え
1,000㎥
までの
分

一
般
用

6㎥まで
　570円

－ 95円 114円 144円 166円 185円 205円 215円

一
般
公
衆
浴
場
用

－

1,000㎥
を超え
2,000㎥
までの分

　78円

2,000㎥
を超える
分

 130円

　　※上記の表に100分の105を乗じて得た額

平成２６年４月１日改定

　　※上記の表に100分の108を乗じて得た額

令和元年１０月１日改定

　　※上記の表に100分の110を乗じて得た額

1,000㎥までの分　26円

平　成　１６　年　４　月　１　日　改　定

用
途 1,000㎥

を超える分

245円

基本料金
（１か月につき）

 8㎥まで
　760円
10㎥まで
　950円

用
途

基本料金
（１か月に
つき）

従量料金（１か月１㎥につき）

平　成　１９　年　１０　月　１　日　改　定

1,000㎥
を超える分

260円

1,000㎥までの分　26円－

従量料金（１か月１㎥につき）



豊
能
町

能
勢
町

千
早
赤
阪
村

岬
町

河
南
町

交
野
市

藤
井
寺
市

泉
南
市

泉
大
津
市

太
子
町

田
尻
町

忠
岡
町

阪
南
市

松
原
市

熊
取
町

泉
佐
野
市

河
内
長
野
市

箕
面
市

島
本
町

岸
和
田
市

四
條
畷
市

３．大阪府内市町村水道料金比較表 （一般家庭用・１か月）円
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豊
能
町

能
勢
町

千
早
赤
阪
村

岬
町

河
南
町

交
野
市

藤
井
寺
市

泉
南
市

泉
大
津
市

太
子
町

田
尻
町

忠
岡
町

阪
南
市

松
原
市

熊
取
町

泉
佐
野
市

河
内
長
野
市

箕
面
市

島
本
町

岸
和
田
市

四
條
畷
市

３．大阪府内市町村水道料金比較表 （一般家庭用・１か月）円

平成 年 月 日現在

高
石
市

豊
中
市

富
田
林
市

吹
田
市

摂
津
市

八
尾
市

池
田
市

羽
曳
野
市

門
真
市

大
阪
狭
山
市

柏
原
市

守
口
市

大
東
市

寝
屋
川
市

東
大
阪
市

和
泉
市

堺
市

茨
木
市

高
槻
市

貝
塚
市

枚
方
市

大
阪
市

（一般家庭用・１か月）

使用量 ㎥当たり料金

使用量 ㎥当たり料金

・口径 ｍｍ

消費税、メーター使用料等含む

摂摂
津津
市市

令和 年 月 日現在

－ 157 －



1,359

1,292

1,155
1,196

1,273 1,257
1,281

1,250

1,144

1,058

1,218

1,281

1,480

1,144
1,177

1,360

1,188 1,182 1,188

990

1,760

2,877 2,876 2,871 2,868 2,857
2,830 2,821 2,810 2,805 2,796 2,780

2,755 2,745

2,618 2,607
2,570 2,563

2,535 2,5302,530 2,530

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

泉
大
津
市

阪
南
市

岸
和
田
市

松
原
市

藤
井
寺
市

泉
南
市

堺
市

熊
取
町

柏
原
市

河
内
長
野
市

羽
曳
野
市

高
石
市

大
阪
狭
山
市

枚
方
市

交
野
市

太
子
町

八
尾
市

忠
岡
町

和
泉
市

泉
佐
野
市

豊
能
町

４．大阪府内市町村下水道使用料比較表(円)
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1,359

1,292

1,155
1,196

1,273 1,257
1,281

1,250

1,144

1,058

1,218

1,281

1,480

1,144
1,177

1,360

1,188 1,182 1,188

990

1,760

2,877 2,876 2,871 2,868 2,857
2,830 2,821 2,810 2,805 2,796 2,780

2,755 2,745

2,618 2,607
2,570 2,563

2,535 2,5302,530 2,530

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

泉
大
津
市

阪
南
市

岸
和
田
市

松
原
市

藤
井
寺
市

泉
南
市

堺
市

熊
取
町

柏
原
市

河
内
長
野
市

羽
曳
野
市

高
石
市

大
阪
狭
山
市

枚
方
市

交
野
市

太
子
町

八
尾
市

忠
岡
町

和
泉
市

泉
佐
野
市

豊
能
町

４．大阪府内市町村下水道使用料比較表(円)

平成30年3月31日現在

1,287

1,001 998

1,084
1,048 1,045

908
933 921 922

957

814
860

826 843
807

890

1,001

826

688

751

605

2,442
2,420 2,406

2,382

2,313 2,299

2,206

2,110
2,087

2,055 2,035 2,024
1,990 1,970 1,965

1,863
1,830 1,826

1,739

1,634
1,609

1,276

千
早
赤
阪
村

門
真
市

寝
屋
川
市

富
田
林
市

能
勢
町

摂
津
市

四
條
畷
市

貝
塚
市

東
大
阪
市

守
口
市

茨
木
市

島
本
町

岬
町

大
東
市

高
槻
市

箕
面
市

田
尻
町

河
南
町

豊
中
市

池
田
市

吹
田
市

大
阪
市

（一般家庭用・１か月）

使用量10㎥当たり使用料

使用量20㎥当たり使用料

・消費税等含む
消費税、メーター使用料等含む

摂摂
津津
市市

令和7年4月1日現在

－ 159 －
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